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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
第１章 総則 

 1.1 目的  （略） 

 1.2 用語の定義 

  主な水防用語の定義は、次のとおりである。 

（1）水防管理団体 ～ （8）水防協力団体 （略） 

（9）洪水予報河川 

国土交通大臣又は都道府県知事が、流域面積が大きい河川で、洪水に

より国民経済上重大又は相当な損害が生じるおそれがあるものとして

指定した河川。国土交通大臣又は都道府県知事は、洪水予報河川につい

て、気象庁長官と共同して、洪水のおそれの状況を基準地点の水位又は

流量を示して洪水の予報等を行う（法第 10 条第２項、法第 11 条第１項、

気象業務法（昭和 27 年法律第 165 号）第 14 条の２第３項及び第４項）。 

（10）高潮予報海岸 

国土交通大臣が、高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれが

あるものとして指定した海岸。国土交通大臣は、高潮予報海岸において、

気象庁長官及び当該海岸の存する都道府県の知事と共同して、高潮のお

それの状況を水位を示して高潮の予報等を行う（法第 11 条の３、気象

業務法（昭和 27 年法律第 165 号）第 14 条の２第２項）。 

（11）水防警報 ～（19）氾濫危険水位  （略） 

（20）氾濫発生水位 

洪水により相当の家屋浸水等の被害が生じる氾濫の発生する水位（堤

防天端高（又は背後地盤高））をいう。市町村長の緊急安全確保措置の発

令判断の目安となる水位である。これまでの「氾濫する可能性のある水

位」の名称を変更したものである。 

（21）内水氾濫危険水位 ～（29）浸水被害軽減地区  （略） 

 1.3 水防の責任等 

水防に関係する各主体について、水防法等に規定されている責任及び義務

は次のとおりである。 

（1）都道府県の責任 

都道府県内における水防管理団体が行う水防が十分行われるように

確保すべき責任を有する（法第３条の６）。具体的には、主に次のような

事務を行う。 

①～⑤  （略） 

⑥洪水予報の発表及び通知（法第 11 条第１項、気象業務法第 14 条の２第

４項） 

⑦高潮予報の発表及び通知（法第 11 条の３第１項、気象業務法第 14 条の

２第２項） 

⑧～⑨  （略） 

第１章 総則 

 1.1 目的  （略） 

 1.2 用語の定義 

  主な水防用語の定義は、次のとおりである。 

（1）水防管理団体 ～ （8）水防協力団体  （略） 

（9）洪水予報河川 

国土交通大臣又は都道府県知事が、流域面積が大きい河川で、洪水に

より国民経済上重大又は相当な損害が生じるおそれがあるものとして

指定した河川。国土交通大臣又は都道府県知事は、洪水予報河川につい

て、気象庁長官と共同して、洪水のおそれの状況を基準地点の水位又は

流量を示して洪水の予報等を行う（法第 10 条第２項、法第 11 条第１項、

気象業務法（昭和 27 年法律第 165 号）第 14 条の２第２項及び第３項）。 

 

 

 

 

 

 

（10）水防警報 ～ （18）氾濫危険水位  （略） 

 

 

 

 

 

（19）内水氾濫危険水位 ～ （27）浸水被害軽減地区  （略） 

 1.3 水防の責任等 

水防に関係する各主体について、水防法等に規定されている責任及び義務

は次のとおりである。 

（1）都道府県の責任 

都道府県内における水防管理団体が行う水防が十分行われるように

確保すべき責任を有する（法第３条の６）。具体的には、主に次のような

事務を行う。 

①～⑤  （略） 

⑥洪水予報の発表及び通知（法第 11 条第１項、気象業務法第 14 条の２第

３項） 

 

 

⑦～⑧  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加 

 

 

 

 

 

 

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
⑩洪水予報、高潮予報、 水位到達情報、氾濫等又は堤防等決壊の通知の関

係市町村長への通知（法第 13 条の４） 

⑪～⑭  （略） 

⑮氾濫等又は堤防等決壊の通報の通知及び周知（法第 24 条の２第２項、

法第 25 条第２項） 

⑯～⑳  （略） 

（2）水防管理団体の責任  （略） 

（3）国土交通省の責任 

①洪水予報の発表及び通知（法第 10 条第２項、気象業務法第 14 条の２第

３項） 

②高潮予報の発表及び通知（法第 11 条の３第１項、気象業務法第 14 条の

２第２項） 

③～④  （略）  

⑤洪水予報、高潮予報、水位到達情報、氾濫等の通知の関係市町村長への

通知（法第 13 条の４） 

⑥～⑧  （略） 

⑨氾濫等の通報の通知及び周知（法第 24 条の２第２項） 

⑩重要河川等における都道府県知事等に対する指示（法第 31 条） 

⑪～⑬  （略） 

（4）河川管理者の責任 

①～②  （略）  

③氾濫等の通報（法第 24 条の２） 

（5）下水道管理者の責任 

①水防管理団体が行う水防への協力（下水道法第 23 条の２） 

②氾濫等の通報（法第 24 条の２） 

 （6）海岸管理者の責任 

①氾濫等の通報（法第 24 条の２） 

  （7）気象庁の責任 

①  （略） 

②洪水予報の発表及び通知（法第 10 条第２項、法第 11 条第１項並びに気

象業務法第 14 条の２第３項及び第４項） 

③高潮予報の発表及び通知（法第 11 条の３第１項、気象業務法第 14 条の

２第２項） 

（8）居住者等の義務  （略） 

（9）水防協力団体の義務 

①堤防等決壊 の通報（法第 25 条） 

②～⑤  （略）  

 1.4 津波における留意事項  （略）  

⑨洪水予報又は水位到達情報の通知の関係市町村長への通知（法第 13 条

の４） 

⑩～⑬  （略） 

 

 

⑭～⑱  （略） 

（2）水防管理団体の責任  （略） 

（3）国土交通省の責任 

①洪水予報の発表及び通知（法第 10 条第２項、気象業務法第 14 条の２第

２項） 

 

 

②～③  （略）  

④洪水予報又は水位到達情報の通知の関係市町村長への通知（法 13 条の

４） 

⑤～⑦  （略）  

 

⑧重要河川における都道府県知事等に対する指示（法第 31 条） 

⑨～⑪  （略）  

（4）河川管理者の責任 

①～②  （略）  

 

 

 

 

 

 

（5）気象庁の責任 

①  （略） 

②洪水予報の発表及び通知（法第 10 条第２項、法第 11 条第１項並びに気

象業務法第 14 条の２第２項及び第３項） 

 

 

（6）居住者等の義務  （略） 

（7）水防協力団体の義務 

①決壊 の通報（法第 25 条） 

②～⑤  （略）  

 1.4 津波における留意事項  （略）  

 

 

 

追加 

 

 

 

 

 

 

追加 

 

 

 

 

 

追加 

 

 

 

 

追加 

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
 1.5 安全配慮  （略）  

 

第２章 水防組織  （略） 

 

第３章 重要水防箇所  （略） 

 

第４章 予報及び警報 

 4.1 気象庁が行う予報及び警報 

（1）気象台が発表又は伝達する注意報及び警報 

○○気象台長は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれが

あると認められるときは、その状況を○○地方整備局長及び知事に通知

するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知

させるものとする。 

水防活動の利用に適合する（水防活動用）注意報及び警報は、指定河

川洪水予報、指定海岸高潮予報を除き、一般の利用に適合する注意報、

警報、危険警報及び特別警報をもって代える。なお、水防活動の利用に

適合する特別警報は設けられていない。 

水防活動の利用に適合する注意報、警報の名称と対応する一般の利用

に適合する注意報、警報、危険警報、特別警報の名称及びそれらの発表

基準は、次のとおりである。 

水防活動の利
用に適合する
注意報・警報 

一般の利用に適
合する注意報・
警報・危険警
報・特別警報 

発表基準 

水防活動用 
気象注意報 

レベル２ 
大雨注意報 

大雨による災害が発生するおそれがあると予想したとき 

水防活動用 
気象警報 

レベル３ 
大雨警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想し
たとき 

レベル４ 
大雨危険警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれが大きいと予想
したとき 

レベル５ 
大雨特別警報 

台風や集中豪雨により大雨災害の起こるおそれが著しく
大きい降雨量となる大雨が予想される場合 

水防活動用 
洪水注意報 

レベル２ 
氾濫注意報 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害が発生
するおそれがあると予想したとき 

水防活動用 
洪水警報 

レベル３ 
氾濫警報 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災害
が発生するおそれがあると予想したとき 

レベル４ 
氾濫危険警報 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災害
が発生するおそれが大きいと予想したとき 

 1.5 安全配慮  （略）  

 

第２章 水防組織  （略） 

 

第３章 重要水防箇所  （略） 

 

第４章 予報及び警報 

4.1 気象庁が行う予報及び警報 

（1）気象台が発表又は伝達する注意報及び警報 

○○気象台長は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれが

あると認められるときは、その状況を○○地方整備局長及び知事に通知

するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知

させるものとする。 

水防活動の利用に適合する（水防活動用）注意報及び警報は、指定河

川洪水予報を除き、一般の利用に適合する注意報、警報及び特別警報を

もって代える。なお、水防活動の利用に適合する特別警報は設けられて

いない。 

水防活動の利用に適合する注意報、警報の種類と対応する一般の利用

に適合する注意報、警報、特別警報の種類及びそれらの発表基準は、次

のとおりである。 

水防活動の利
用に適合する
注意報・警報 

一般の利用に適
合する注意報・
警報・特別警報 

発表基準 

水防活動用 
気象注意報 

大雨注意報 
大雨による災害が発生するおそれがあると予想したと
き 

水防活動用 
気象警報 

大雨警報 
大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想
したとき 

大雨特別警報 
大雨による重大な災害が発生するおそれが著しく大き
いと予想したとき 

水防活動用 
洪水注意報 

洪水注意報 
大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害が発
生するおそれがあると予想したとき 

水防活動用 
洪水警報 

洪水警報 
大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災
害が発生するおそれがあると予想したとき 

水防活動用 
高潮注意報 

高潮注意報 
台風や低気圧等による異常な海面の上昇により災害が
発生するおそれがあると予想したとき 

水防活動用 
高潮警報 

高潮警報 
台風や低気圧等による異常な海面の上昇により重大な
災害が発生するおそれがあると予想したとき 
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レベル５ 

氾濫特別警報 
台風や集中豪雨により河川の氾濫の起こるおそれが著し
く大きい場合 

水防活動用 
高潮注意報 

レベル２ 
高潮注意報 

台風や低気圧等による異常な海面の上昇により災害が発
生するおそれがあると予想したとき 

水防活動用 
高潮警報 

レベル３ 
高潮警報 

台風や低気圧等による異常な海面の上昇により重大な災
害が発生するおそれがあると予想したとき 

レベル４ 
高潮危険警報 

台風や低気圧等による異常な海面の上昇により重大な災
害が発生するおそれが大きいと予想したとき 

レベル５ 
高潮特別警報 

台風や温帯低気圧により高潮による浸水が起こるおそれ
が著しく大きい場合 

水防活動用 
津波注意報 

津波注意報 
津波により災害が発生するおそれがあると予想したとき 

水防活動用 
津波警報 

津波警報 
津波により重大な災害が発生するおそれがあると予想し
たとき 

津波特別警報 
津波により重大な災害が発生するおそれが著しく大きい
と予想したとき（なお、「大津波警報」の名称で発表する） 

 

（レベル２大雨注意報発表基準）（例） 

一次細

分区域 

市町村等を 

まとめた地域 

市町村

等 

表面雨量

指数基準 
流域雨量指数基準 

複合基準（表面雨量指数、流

域雨量指数） 

北部 ○○ ○○市 ○○ ○○川流域＝〇〇 〇〇川流域＝△△、〇〇 

【備考】 

※基準値における「･･･以上」の「以上」は省略した。 

※基準値は各流域のすべての地点に設定しているが、欄内には主な河川にお ける代表地点の基準値を記

載している。主な河川のない市町村等の基準値 は空欄としている。  

※欄中、「〇〇川流域＝〇〇」は、「〇〇川流域の流域雨量指数〇〇以上」を意味する。 

 ※欄中、「〇〇川流域＝△△、〇〇」は、「〇〇川流域の表面雨量指数△△以上 かつ流域雨量指数○○以

上」を意味する。 ※基準が設定されていない市町村等については、その欄を“－”で示している。 

 （レベル３大雨警報発表基準）（例） 

一次細

分区域 

市町村等を 

まとめた地域 

市町村

等 

表面雨量

指数基準 
流域雨量指数基準 

複合基準（表面雨量指数、流

域雨量指数） 

北部 ○○ ○○市 ○○ ○○川流域＝〇〇 〇〇川流域＝△△、〇〇 

【備考】 

※基準値における「･･･以上」の「以上」は省略した。 

※基準値は各流域のすべての地点に設定しているが、欄内には主な河川にお ける代表地点の基準値を記

載している。主な河川のない市町村等の基準値 は空欄としている。  

※欄中、「〇〇川流域＝〇〇」は、「〇〇川流域の流域雨量指数〇〇以上」を意味する。 

 ※欄中、「〇〇川流域＝△△、〇〇」は、「〇〇川流域の表面雨量指数△△以上 かつ流域雨量指数○○以

高潮特別警報 
台風や低気圧等による異常な海面の上昇により重大な
災害が発生するおそれが著しく大きいと予想したとき 

水防活動用 
津波注意報 

津波注意報 
津波により災害が発生するおそれがあると予想したと
き 

水防活動用 
津波警報 

津波警報 
津波により重大な災害が発生するおそれがあると予想
したとき 

津波特別警報 
津波により重大な災害が発生するおそれが著しく大き
いと予想したとき（なお、「大津波警報」の名称で発表
する） 

※一般の利用に適合する洪水の特別警報は設けられていない。 

 

 

 

 

 

 

 

（大雨注意報発表基準）（例） 

一次細分区域 
市町村等を 

まとめた地域 
市町村等 

表面雨量指数
基準 

土壌雨量指数
基準 

北部 ○○ ○○市 ○○ ○○ 
【備考】 
※基準値における「･･･以上」の「以上」は省略した。 
※土壌雨量指数基準は１km 四方毎に設定しているが、欄内の土壌雨量指数基

準は市町村内における基準値の最低値を示している。 

 

 

 

 （大雨警報発表基準）（例） 

一次細分区域 
市町村等を 

まとめた地域 
市町村等 

表面雨量指数
基準 

土壌雨量指数
基準 

北部 ○○ ○○市 ○○ ○○ 
【備考】 
※基準値における「･･･以上」の「以上」は省略した。 
※土壌雨量指数基準は１km 四方毎に設定しているが、欄内の土壌雨量指数基

準は市町村内における基準値の最低値を示している。 
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上」を意味する。 ※基準が設定されていない市町村等については、その欄を“－”で示している。 

（レベル４大雨危険警報発表基準）（例） 

一次細分

区域 

市町村等を 

まとめた地域 

市町村

等 

表面雨量

指数基準 
流域雨量指数基準 

北部 ○○ ○○市 ○○ ○○川流域＝〇〇 

【備考】 

※基準値における「･･･以上」の「以上」は省略した。 

※基準値は各流域のすべての地点に設定しているが、欄内には主な河川における代表地点の基準値を記

載している。主な河川のない市町村等の基準値 は空欄としている。  

※欄中、「〇〇川流域＝〇〇」は、「〇〇川流域の流域雨量指数〇〇以上」を意味する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（洪水注意報発表基準）（例） 

一次細
分区域 

市町村等を 
まとめた地域 

市町
村等 

流域雨量
指数基準 

複合基準（表面
雨量指数、流域

雨量指数） 

指定河川洪
水予報によ

る発表 
北部 ○○ ○ ○

市 
○ ○ 川 流
域＝○○ 

○○川流域＝△
△、○○ 

○○川［△
△］ 

【備考】 
※基準値における「･･･以上」の「以上」は省略した。 
※基準値は各流域のすべての地点に設定しているが、欄内には主な河川にお

ける代表地点の基準値を記載している。主な河川のない市町村等の基準値
は空欄としている。 

※欄中、「○○川流域＝○○」は、「○○川流域の流域雨量指数○○以上」を意
味する。 

※欄中、「○○川流域＝△△、○○」は、「○○川流域の表面雨量指数△△以上
かつ流域雨量指数○○以上」を意味する。 

※基準が設定されていない市町村等については、その欄を“－”で示している。 
※「指定河川洪水予報による発表」の「○○川［△△］」は、「○○川に発表さ

れた指定河川洪水予報において、△△基準観測点で氾濫注意情報の発表基
準を満たしている場合に洪水注意報を発表する」ことを意味する。 

（洪水警報発表基準）（例） 

一次細
分区域 

市町村等を 
まとめた地域 

市町
村等 

流域雨量
指数基準 

複合基準（表面
雨量指数、流域

雨量指数） 

指定河川洪
水予報によ

る発表 
北部 ○○ ○ ○

市 
○ ○ 川 流
域＝○○ 

○○川流域＝△
△、○○ 

○○川［△
△］ 

【備考】 
※基準値における「･･･以上」の「以上」は省略した。 
※基準値は各流域のすべての地点に設定しているが、欄内には主な河川にお
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（大雨警報等を補足する情報） 

気象庁は、注意報、警報、危険警報、特別警報を補足する情報として、浸

水キキクル、洪水キキクル、大雨キキクルおよび流域雨量指数の予測値を発

表する。これらの概要は次のとおりである。 

種  類 内  容 
浸水キキクル 短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、

地図上で１km 四方の領域ごとに５段階に色分けして示す
情報（常時 10 分毎に更新）。 

洪水キキクル 指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知
河川及びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予
測を、地図上で概ね１km ごとに５段階に色分けして示す
情報（常時 10 分毎に更新）。 

大雨キキクル 浸水キキクルと洪水キキクルを統合して示す情報 
流域雨量指数の予測値 水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として、上流

域での降雨によって、下流の対象地点の洪水危険度がどれ
だけ高まるかを示した情報。６時間先までの雨量分布の予
測（降水短時間予報等）を取り込んで、流域に降った雨が
河川に集まり流れ下る量を計算して指数化した「流域雨量
指数」について、大雨警報等の基準への到達状況に応じて
危険度を色分けし時系列で表示した情報（常時 10 分毎に
更新）。 

 

 

 

 

 

 

ける代表地点の基準値を記載している。主な河川のない市町村等の基準値
は空欄としている。 

※欄中、「○○川流域＝○○」は、「○○川流域の流域雨量指数○○以上」を意
味する。 

※欄中、「○○川流域＝△△、○○」は、「○○川流域の表面雨量指数○○以上
かつ流域雨量指数○○以上」を意味する。 

※基準が設定されていない市町村等については、その欄を“－”で示している。 
※「指定河川洪水予報による発表」の「○○川［△△］」は、「○○川に発表さ

れた指定河川洪水予報において、△△基準観測点で氾濫警戒情報又は氾濫
危険情報の発表基準を満たしている場合に洪水警報を発表する」ことを意
味する。 

（大雨警報・洪水警報等を補足する情報） 

気象庁は、注意報、警報、特別警報を補足する情報として、大雨警報（浸

水害）の危険度分布、洪水警報の危険度分布および流域雨量指数の予測値を

発表する。これらの概要は次のとおりである。 

種  類 内  容 
大雨警報（浸水害）の危
険度分布 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図
上で 1km 四方の領域ごとに 5 段階に色分けして示す情報（常
時 10 分毎に更新）。 

洪水警報の危険度分布 指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川
及びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地
図上で概ね 1km ごとに 5 段階に色分けして示す情報（常時 10
分毎に更新）。 

流域雨量指数の予測値 水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として、上流域で
の降雨によって、下流の対象地点の洪水危険度がどれだけ高ま
るかを示した情報。6 時間先までの雨量分布の予測（降水短時
間予報等）を取り込んで、流域に降った雨が河川に集まり流れ
下る量を計算して指数化した「流域雨量指数」について、洪水
警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けし時系列
で表示した情報（常時 10 分毎に更新）。 

 

 

（高潮注意報発表基準）（例） 

一次細分区域 市町村等をまとめた地域 市町村等 潮位基準 
北部 ○○ ○○市 ○○ｍ 
【備考】 
※基準値における「･･･以上」の「以上」は省略した。 
※潮位の基準面は、東京湾平均海面（TP）である。 
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（レベル４高潮危険警報発表基準）（例） 

一次細分区
域 

市町村等をまとめた地
域 

市町村等 潮位基準 

北部 ○○ ○○市 ○○ｍ 
【備考】 
※高潮危険警報の発表基準は、その基準を超えると浸水被害のおそれがある状況
となる高さに設定する。 
※レベル４高潮危険警報、レベル３高潮警報及びレベル２高潮注意報は、浸水被
害のおそれがある状況からリードタイムをとって発表する。 
※基準値における「･･･以上」の「以上」は省略した。 
※潮位の基準面は、東京湾平均海面（TP）である。 
※基準が設定されていない市町村等については、その欄を“－”で示している。 

（大雨・高潮特別警報発表基準）   

現象の種類 基準 
大雨 台風や集中豪雨により大雨災害の起こるおそれが著しく大きい降雨量

となる大雨が予想される場合 
高潮 台風や温帯低気圧により高潮による浸水が起こるおそれが著しく大き

い場合 

 

（津波警報・注意報の種類） 

津波による災害の発生が予想される場合には、気象庁が、大津波警報、津

波警報又は津波注意報を発表する。 

（ア）種類  （略） 

（イ）発表される津波の高さ等 

種類 
予想される津波の高さ 

高さの区分（発表基準） 
数値での

表現 
巨大地震の 
場合の表現 

大津波
警報 

10ｍ＜予想される津波の最大波の高さ 10ｍ超 
巨大 

５ｍ＜予想される津波の最大波の高さ≦10ｍ 10ｍ 

※基準が設定されていない市町村等については、その欄を“－”で示している。 

（高潮警報発表基準）（例） 

一次細分区域 市町村等をまとめた地域 市町村等 潮位基準 
北部 ○○ ○○市 ○○ｍ 
【備考】 
※基準値における「･･･以上」の「以上」は省略した。 
※潮位の基準面は、東京湾平均海面（TP）である。 
※基準が設定されていない市町村等については、その欄を“－”で示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（大雨・高潮特別警報発表基準）  

現象の種類 基準 
大雨 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若

しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨に
なると予想される場合 

高潮 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると
予想される場合 

（津波警報・注意報の種類） 

津波による災害の発生が予想される場合には、気象庁が、大津波警報、津

波警報又は津波注意報を発表する。 

（ア）種類  （略） 

（イ）発表される津波の高さ等 

種類 
予想される津波の高さ 

高さの区分 
（発表基準） 

数値での表現 巨大地震の場合の表現 

大津波警報 
１０ｍ～ １０ｍ超 

巨大 
５ｍ～１０ｍ １０ｍ 
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３ｍ＜予想される津波の最大波の高さ≦５ｍ ５ｍ 

津波 
警報 

１ｍ＜予想される津波の最大波の高さ≦３ｍ ３ｍ 高い 

津波 
注意報 

0.2m≦予想される津波の最大波の高さ≦１ｍ １ｍ （表記しない） 

       （注）  （略） 

（津波注意報発表基準）（例）  （略） 

（津波警報発表基準）（例）  （略） 

（ウ）津波情報  （略） 

（エ）津波予報  （略） 

（気象庁が発表する特別警報）（参考） 

気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそ

れが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該

当する場合には、大雨、津波、洪水、高潮等についての一般の利用に適合す

る警報（特別警報）をする。なお、津波については、大津波警報が特別警報

に位置付けられる。 

また、水防活動用の特別警報は設けられていない。 

  ＜解説＞  （略） 

（2）警報等の伝達経路及び手段 

① 洪水等の場合 

（例） 図  （略） 

＜解説＞ 
【必須】法第２条において、水防計画には水防上必要な通信、連絡について規定するこ
ととされており、法第 10 条第１項及び気象業務法第 14 条の２第１項の規定により気象
庁が単独で行う水防活動の利用に適合する注意報及び警報について、その名称や発表基
準、伝達経路、伝達手段を記述する。伝達経路については、法令で定められた経路のほ
か、協定等で決められた経路についても記述する。また、伝達手段については、各機関
の機器の更新状況等を確認し、最新の伝達手段を記載するようにする。機器障害等によ
り通常の伝達経路が途絶した場合の代替の伝達経路、伝達手段についても明確にしてお
くこと。 

②  （略） 

4.2 洪水予報河川における洪水予報 

（1）名称及び発表基準 

知事は、国土交通大臣が指定した河川について洪水予報の通知を受け

たとき、又は知事が指定した河川について洪水予報をしたときは、水防

管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協

力を求めて、これを一般に周知するものとする。 

３ｍ～５ｍ ５ｍ 

津波警報 １ｍ～３ｍ ３ｍ 高い 
津波注意報 ２０ｃｍ～１ｍ １ｍ （表記しない） 

（注）  （略） 

 

 

（津波注意報発表基準）（例）  （略） 

（津波警報発表基準）（例）  （略） 

（ウ）津波情報  （略） 

（エ）津波予報  （略） 

（気象庁が発表する特別警報）（参考） 

気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそ

れが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該

当する場合には、大雨、津波、高潮等についての一般の利用に適合する警報

（特別警報）をする。なお、津波については、大津波警報が特別警報に位置

付けられる。 

また、水防活動用の特別警報は設けられていない。 

  ＜解説＞  （略） 

（2）警報等の伝達経路及び手段 

①洪水等の場合 

（例） 図  （略） 

＜解説＞ 
【必須】法第２条において、水防計画には水防上必要な通信、連絡について規定するこ
ととされており、法第 10 条第１項及び気象業務法第 14 条の２第１項の規定により気象
庁が単独で行う水防活動の利用に適合する注意報及び警報について、その種類や発表基
準、伝達経路、伝達手段を記述する。伝達経路については、法令で定められた経路のほ
か、協定等で決められた経路についても記述する。また、伝達手段については、各機関
の機器の更新状況等を確認し、最新の伝達手段を記載するようにする。機器障害等によ
り通常の伝達経路が途絶した場合の代替の伝達経路、伝達手段についても明確にしてお
くこと。 

②  （略） 

4.2 洪水予報河川における洪水予報 

（1）種類及び発表基準 

知事は、国土交通大臣が指定した河川について洪水予報の通知を受け

たとき、又は知事が指定した河川について洪水予報をしたときは、水防

管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協

力を求めて、これを一般に周知するものとする。 
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また、知事が指定した河川について通知をした知事は、避難情報発令

の判断に資するため、関係市町村長にその通知に係る事項を通知するも

のとする。 

発表する情報の名称、基本的な発表基準は、次のとおりである。 

情報名 発表基準 
レベル２ 

氾濫注意報 
基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に到達し、更に水位
上昇が見込まれるとき 

レベル３ 
氾濫警報 

基準地点の水位が一定時間後に氾濫危険水位に到達することが見
込まれるとき、又は、避難判断水位に到達し、更に水位上昇が見
込まれるとき 

レベル４ 
氾濫危険警報 

基準地点の水位が氾濫危険水位に到達したとき、又は、急激な水
位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、さらに水位の上昇が
見込まれるとき 

レベル５ 
氾濫発生情報 

氾濫が発生又は氾濫発生水位に到達したとき 
※レベル５氾濫特別警報と一体的に発表 

レベル２ 
氾濫注意報 

（警報解除） 

レベル４氾濫危険警報又はレベル３氾濫警報を発表中に、基準水
位観測所の水位が避難判断水位を下回ったとき（氾濫注意水位を
下回った場合を除く）、又は、氾濫警報発表中に、基準水位観測所
の水位の上昇が見込まれなくなったとき（氾濫危険水位に達した
ときを除く） 

レベル２ 
氾濫注意報解除 

レベル５氾濫発生情報、レベル４氾濫危険警報、レベル３氾濫警
報又はレベル２氾濫注意報を発表中に、基準水位観測所の水位が
氾濫注意水位を下回り、氾濫のおそれがなくなったとき 

 

（2）国が行う洪水予報 

①  （略） 

②洪水予報の対象となる基準水位観測所 

（例） 

予報 
区域名 

河川名 観測所
名 

地先名 水防団 
待機 
水位 

氾濫 
注意 
水位 

（警戒水位） 

避難 
判断 
水位 

氾濫 
危険 
水位 

氾濫 
発生 
水位 

○○川
上流 

○○川 ○○ ○○県
○○市
○○ 

○.○○
m 

○.○○
m 

○.○○
m 

○.○○
m 

○.○○
m 

③～⑥  （略） 

（3）都道府県と気象庁が共同で行う洪水予報 

①  （略） 

また、知事が指定した河川について通知をした知事は、避難情報発令

の判断に資するため、関係市町村長にその通知に係る事項を通知するも

のとする。 

発表する情報の種類、基本的な発表基準は、次のとおりである。 

種 類 発表基準 
氾濫注意情報 

（洪水注意報） 
基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に到達し、更に水位
上昇が見込まれるとき 

氾濫警戒情報 
（洪水警報） 

基準地点の水位が一定時間後に氾濫危険水位に到達することが見
込まれるとき、又は、避難判断水位に到達し、更に水位上昇が見
込まれるとき 

氾濫危険情報 
（洪水警報） 

基準地点の水位が氾濫危険水位に到達したとき、又は、急激な水
位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、さらに水位の上昇が
見込まれるとき 

氾濫発生情報 
（洪水警報） 

氾濫が発生したとき 

氾濫注意情報 
（警戒情報解除） 

氾濫危険情報又は氾濫警戒情報を発表中に、基準水位観測所の水
位が避難判断水位を下回ったとき（氾濫注意水位を下回った場合
を除く）、又は、氾濫警戒情報発表中に、基準水位観測所の水位の
上昇が見込まれなくなったとき（氾濫危険水位に達したときを除
く） 

氾濫注意情報解除 
氾濫発生情報、氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾濫注意情報を
発表中に、基準水位観測所の水位が氾濫注意水位を下回り、氾濫
のおそれがなくなったとき 

 

（2）国が行う洪水予報 

①  （略） 

②洪水予報の対象となる基準水位観測所 

（例） 

予報 
区域名 

河川名 
観測
所名 

地先名 
水防団 
待機 
水位 

氾濫 
注意 
水位 

（警戒水位） 

避難 
判断 
水位 

氾濫 
危険 
水位 

○○川
上流 

○○川 ○○ ○ ○ 県
○ ○ 市
○○ 

○.○○m ○.○○m ○.○○m ○.○○m 

③～⑥  （略） 

（3）都道府県と気象庁が共同で行う洪水予報 

①  （略） 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
②洪水予報の対象となる基準水位観測所 

予報 
区域名 

河川名 観測所
名 

地先名 水防団 
待機 
水位 

氾濫 
注意 
水位 

（警戒水位） 

避難 
判断 
水位 

氾濫 
危険 
水位 

氾濫 
発生 
水位 

○○川
上流 

○○川 ○○ ○○県
○○市
○○ 

○.○○
m 

○.○○
m 

○.○○
m 

○.○○
m 

○.○○
m 

③洪水予報の担当官署 

（例） 

予報区域名 担当官署 

○○川上流 
○○土木事務所 
○○地方気象台 

④～⑥  （略） 

＜解説＞ 
【必須】法第２条において、水防計画には水防上必要な通信、連絡について規定すること
とされており、法第 10 条第２項、法第 11 条第１項並びに気象業務法第 14 条の２第３項
及び第４項の規定により国土交通省と気象庁又は都道府県と気象庁が共同で行う水防活
動の利用に適合する注意報及び警報について、情報の名称、発表基準のほか、予報区域
名、対象となる河川区間や基準水位観測所、情報の伝達経路、伝達手段を記述する。法第
10 条第２項に規定された氾濫後の予報が実施されている場合は、氾濫後の予報に関して
も同様の内容について記述する。なお、平成 25 年の水防法改正により、避難情報発令の
判断に資するため、関係市町村長への通知が追加されており、大臣から洪水予報の通知
を受けた場合には、同じ内容が大臣から関係市町村長へも通知される。 
【必須】伝達経路については、予報区域別に、法令で定められた経路のほか、協定等で決
められた経路についても記述する。また、伝達手段については、各機関の機器の更新状況
等を確認し、最新の伝達手段を記載するようにする。機器障害等により通常の伝達経路
が途絶した場合の代替の伝達経路、手段についても明確にしておくこと。 
【必須】氾濫危険水位は、箇所毎の危険水位を洪水予報観測所に換算した水位のうち、洪
水予報の受け持つ予報区域において最も低い水位である。箇所毎の危険水位は、計画高
水位もしくは越水又は溢水が発生するまでのリードタイムを考慮して設定した水位のど
ちらか低い方の水位をもって設定する。 
【必須】氾濫発生水位は、箇所毎の氾濫開始水位を洪水予報観測所地点に換算した水位
（氾濫開始相当水位）のうち、洪水予報の受け持つ予報区域において最も低い水位であ
り、これまで「氾濫する可能性のある水位」と称していた水位のことである。箇所毎の氾
濫開始水位は、堤防天端高又は背後地盤高など氾濫が開始する水位をもって設定する。 
【必須】原則として、洪水予報は越水・溢水による氾濫を対象としているが、漏水・侵
食、河川管理施設の機能支障等による氾濫についても情報を提供することが必要であり、

②洪水予報の対象となる基準水位観測所 

予報 
区域名 

河川名 
観測
所名 

地先名 
水防団 
待機 
水位 

氾濫 
注意 
水位 

（警戒水位） 

避難 
判断 
水位 

氾濫 
危険 
水位 

○○川
上流 

○○川 ○○ ○ ○ 県
○ ○ 市
○○ 

○.○○
m 

○.○○m ○.○○m ○.○○m 

③洪水予報の担当官署 

（例） 

予報区域名 担当官署 

○○川上流 
○○河川事務所 
○○地方気象台 

④～⑥  （略） 

＜解説＞ 
【必須】法第２条において、水防計画には水防上必要な通信、連絡について規定すること
とされており、法第 10 条第２項、法第 11 条第１項並びに気象業務法第 14 条の２第２項
及び第３項の規定により国土交通省と気象庁又は都道府県と気象庁が共同で行う水防活
動の利用に適合する注意報及び警報について、情報の種類、発表基準のほか、予報区域
名、対象となる河川区間や基準水位観測所、情報の伝達経路、伝達手段を記述する。法第
10 条第２項に規定された氾濫後の予報が実施されている場合は、氾濫後の予報に関して
も同様の内容について記述する。なお、平成 25 年の水防法改正により、避難情報発令の
判断に資するため、関係市町村長への通知が追加されており、大臣から洪水予報の通知
を受けた場合には、同じ内容が大臣から関係市町村長へも通知される。 
【必須】伝達経路については、予報区域別に、法令で定められた経路のほか、協定等で決
められた経路についても記述する。また、伝達手段については、各機関の機器の更新状況
等を確認し、最新の伝達手段を記載するようにする。機器障害等により通常の伝達経路
が途絶した場合の代替の伝達経路、手段についても明確にしておくこと。 
【必須】氾濫危険水位は、箇所毎の危険水位を洪水予報観測所に換算した水位のうち、洪
水予報の受け持つ予報区域において最も低い水位である。箇所毎の危険水位は、計画高
水位もしくは越水又は溢水が発生するまでのリードタイムを考慮して設定した水位のど
ちらか低い方の水位をもって設定する。 
 
 
 
 
【必須】原則として、洪水予報は越水・溢水による氾濫を対象としているが、漏水・侵食
による氾濫についても情報を提供することが必要であり、水防法では、異常な漏水等が
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
水防法では、河川管理者が管理する河川について、これらを原因として浸水想定区域に
おける氾濫による著しい危険が切迫していると認める場合には、河川管理者からの通報
を受けた都道府県は、水防管理者等に通知し、水防管理者等は直ちに関係者（関係機関・
団体）に通報しなければならないこととされている。そのため、第 10 章において、重要
水防箇所等の巡視及び警戒、決壊・漏水等の通報に関する措置を定めることとする。 
【推奨】対象河川の浸水想定区域に含まれる市町村名も記述しておくことが望ましい。
また、関係市町村長は、洪水予報の通知を、水防管理者として知事から、避難情報の発令
を判断する市町村長として大臣又は知事からそれぞれ受けることとなるが、避難情報の
発令基準となる具体的な水位については、市町村地域防災計画に定めておくことが望ま
しい。 

 4.3 水位周知河川における水位到達情報 

（1）種類及び発表基準 

知事は、国土交通大臣が指定した河川について水位到達情報の通知を受

けたとき、又は知事が指定した河川について、水位が氾濫危険水位（法第

13 条第１項及び第２項に規定される洪水特別警戒水位）に達したときは、

その旨を当該河川の水位又は流量を示して水防管理者及び量水標管理者

に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、一般に周知

させる。 

また、避難情報発令の判断に資するため、大臣が指定した河川について

は大臣から、知事が指定した河川については知事から、関係市町村長にそ

の通知に係る事項を通知する。 

氾濫注意水位（警戒水位）、避難判断水位への到達情報（レベル３氾濫警

戒情報）（氾濫注意水位を下回った場合の情報（レベル２氾濫注意情報の

解除）を含む。）、レベル５氾濫発生情報の発表は、可能な範囲で行うこと

とする。 

発表する情報の種類、基本的な発表基準は、次のとおりである。 

種 類 発表基準 
レベル２ 

氾濫注意情報 
基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に到達したとき 

レベル３ 
氾濫警戒情報 

基準地点の水位が避難判断水位に到達したとき 

レベル４ 
氾濫危険情報 

基準地点の水位が氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に到達したとき 

レベル５ 
氾濫発生情報 

氾濫が発生又は氾濫発生水位に到達したとき 

レベル２氾濫
注意情報解除 

レベル５氾濫発生情報、レベル４氾濫危険情報、レベル３氾濫警戒情
報又はレベル２氾濫注意情報を発表中に、基準水位観測所の水位が氾
濫注意水位を下回り、氾濫のおそれがなくなったとき 

発生した場合には、水防管理者等は直ちに関係者（関係機関・団体）に通報しなければな
らないこととされている。そのため、第 10 章において、重要水防箇所等の巡視及び警戒、
決壊・漏水等の通報に関する措置を定めることとする。 
 
 
【推奨】対象河川の浸水想定区域に含まれる市町村名も記述しておくことが望ましい。
また、関係市町村長は、洪水予報の通知を、水防管理者として知事から、避難情報の発令
を判断する市町村長として大臣又は知事からそれぞれ受けることとなるが、避難情報の
発令基準となる具体的な水位については、市町村地域防災計画に定めておくことが望ま
しい。 

4.3 水位周知河川における水位到達情報 

（1）種類及び発表基準 

知事は、国土交通大臣が指定した河川について水位到達情報の通知を受

けたとき、又は知事が指定した河川について、水位が氾濫危険水位（法第

13 条第１項及び第２項に規定される洪水特別警戒水位）に達したときは、

その旨を当該河川の水位又は流量を示して水防管理者及び量水標管理者

に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、一般に周知

させる。 

また、避難情報発令の判断に資するため、大臣が指定した河川について

は大臣から、知事が指定した河川については知事から、関係市町村長にそ

の通知に係る事項を通知する。 

氾濫注意水位（警戒水位）、避難判断水位への到達情報（氾濫注意水位を

下回った場合の情報（氾濫注意情報の解除）を含む。）、氾濫発生情報の発

表は、可能な範囲で行うこととする。 

発表する情報の種類、基本的な発表基準は、次のとおりである。 

 

種 類 発表基準 
氾濫注意情報 基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に到達したとき 
氾濫警戒情報 基準地点の水位が避難判断水位に到達したとき 
氾濫危険情報 基準地点の水位が氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に到達したとき 
氾濫発生情報 氾濫が発生したとき 

氾濫注意情報
解除 

氾濫発生情報、氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾濫注意情報を発表
中に、基準水位観測所の水位が氾濫注意水位を下回り、氾濫のおそれ
がなくなったとき 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
 

（2）国土交通省が行う水位到達情報の通知 

①  （略） 

②水位到達情報の通知の対象となる基準水位観測所 

（例） 

河川
名 

観測
所名 

地先名 水防団
待機 
水位 

（通報水

位） 

氾濫 
注意 
水位 

（警戒水

位） 

避難判
断水位 

氾濫 
危険 
水位 

（洪水特別

警戒水位） 

計画高 
水位 

 

氾濫 
発生 
水位 

関係水
防管理
団体 

○ ○
川 

○○ ○○県
○○市
○○ 

○.○○

m 

○.○○

m 

○.○○

m 

○.○○

m 

○.○○

m 

○.○○

m 
○○市 

③～⑥  （略） 

（3）都道府県が行う水位到達情報の通知 

①  （略） 

②水位到達情報の通知の対象となる基準水位観測所 

（例） 

河川
名 

観測
所名 

地先名 水防団
待機 
水位 

（通報水

位） 

氾濫 
注意 
水位 

（警戒水

位） 

避難判
断水位 

氾濫 
危険 
水位 

（洪水特別

警戒水位） 

計画高 
水位 

 

氾濫 
発生 
水位 

関係水
防管理
団体 

○ ○
川 

○○ ○○県
○○市
○○ 

○.○○

m 

○.○○

m 

○.○○

m 

○.○○

m 

○.○○

m 

○.○○

m 
○○市 

③水位到達情報の通知の担当官署 

（例） 

河川名 担当官署 
○○川 ○○土木事務所 

④～⑥  （略） 

＜解説＞ 
【必須】【必須】法第２条において、水防計画には水防上必要な通信、連絡について規
定することとされており、法第 13 条の規定により国土交通省又は都道府県が行う水位
到達情報の通知について、情報の種類、発表基準のほか、対象となる河川区間や基準水
位観測所、情報の伝達経路、伝達手段を記述する。なお、平成 25 年の水防法改正によ
り、避難情報発令の判断に資するため、関係市町村長への通知が追加されており、大臣
が指定した河川について大臣から、知事が指定した河川については知事から、水位到達

 

（2）国土交通省が行う水位到達情報の通知 

①  （略） 

②水位到達情報の通知の対象となる基準水位観測所 

（例） 

河川名 観測
所名 

地先名 水防団
待機 
水位 

（通報水位） 

氾濫 
注意 
水位 

（警戒水

位） 

避難判
断水位 

氾濫 
危険 
水位 

（洪水特別

警戒水位） 

計画高 
水位 

 

関係水
防管理
団体 

○○川 ○○ ○ ○ 県 ○
○市○○ 

○.○○m ○.○○

m 

○.○○

m 

○.○○

m 

○.○○

m 

○○市 

 

③～⑥  （略） 

（3）都道府県が行う水位到達情報の通知 

①  （略） 

②水位到達情報の通知の対象となる基準水位観測所 

（例） 

河川名 観測
所名 

地先名 水防団
待機 
水位 

（通報水

位） 

氾濫 
注意 
水位 

（警戒水

位） 

避難判
断水位 

氾濫 
危険 
水位 

（洪水特別

警戒水位） 

計画高 
水位 

 

関係水
防管理
団体 

○○川 ○○ ○○県○○
市○○ 

○.○○

m 

○.○○

m 

○.○○

m 

○.○○

m 

○.○○

m 

○○市 

 

③水位到達情報の通知の担当官署 

（例） 

河川名 担当官署 
○○川 ○○河川事務所 

④～⑥  （略） 

＜解説＞ 
【必須】法第２条において、水防計画には水防上必要な通信、連絡について規定するこ
ととされており、法第 13 条の規定により国土交通省又は都道府県が行う水位到達情報
の通知について、情報の種類、発表基準のほか、対象となる河川区間や基準水位観測
所、情報の伝達経路、伝達手段を記述する。なお、平成 25 年の水防法改正により、避
難情報発令の判断に資するため、関係市町村長への通知が追加されており、大臣が指定
した河川について大臣から、知事が指定した河川については知事から、水位到達情報が
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
情報が関係市町村長にも通知される。 
【必須】水位周知河川における水位到達情報の発表は、法第 13 条第１項の規定に基づ
き行う氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）への到達情報の発表のほか、「洪水等に関す
る防災情報体系の見直しについて」（平成 18 年 10 月１日河川局長通知）に基づき、氾
濫注意水位（警戒水位）、及び避難判断水位への到達情報（レベル３氾濫警戒情報）、レ
ベル５氾濫発生情報の発表並びに氾濫注意水位を下回った場合の情報（レベル２氾濫注
意情報解除）の発表を行うことができるよう、情報の種類や発表基準に適宜補足を行う
こと。なお、「洪水時における情報提供の充実について」（平成 26 年４月８日、国水環
第２号）に基づき、原則として平成 27 年４月から洪水特別警戒水位は氾濫危険水位に
相当するものと変更することとした。なお、令和８年から新しい防災気象情報体系の見
直しにあわせ、情報名の前に「レベル○」をつけることとした。 
【必須】伝達経路については、対象河川区間別に、資料４－５、４－６に示した水防法
に基づく経路に加え、その他法令で定められた経路や、協定等で決められた経路につい
ても記述する。また、伝達手段については、各機関の機器の更新状況等を確認し、最新
の伝達手段を記載するようにする。機器障害等により通常の伝達経路が途絶した場合の
代替の伝達経路、伝達手段についても明確にしておくこと。 
【必須】氾濫危険水位は、箇所毎の危険水位を水位周知観測所に換算した水位のうち、
その観測所の受け持つ水位周知区間において最も低い水位である。箇所毎の危険水位
は、計画高水位もしくは越水又は溢水が発生するまでのリードタイムを考慮して設定し
た水位のどちらか低い方の水位をもって設定する。 
【推奨】氾濫発生水位は、箇所毎の氾濫開始水位を水位周知観測所地点に換算した水位
（氾濫開始相当水位）のうち、受け持つ区域において最も低い水位であり、これまで
「氾濫する可能性のある水位」と称していた水位のことである。氾濫等の通報の対象河
川となった水位周知河川においては、氾濫発生水位の設定を行う。箇所毎の氾濫開始水
位は、堤防天端高又は背後地盤高など氾濫が開始する水位をもって設定する。なお、氾
濫発生水位の設定に時間を要す場合は、水位観測所や危機管理水位計の設置箇所が受け
持ち区域内での氾濫発生の判断に対して代表性があれば、その水位を活用して当面運用
することも考えられる。 
【必須】原則として、水位周知は越水・溢水による氾濫を対象としているが、漏水・侵
食、河川管理施設の機能支障等による氾濫についても情報を提供することが必要であ
り、水防法では、河川管理者が管理する河川について、これらを原因として浸水想定区
域における氾濫による著しい危険が切迫していると認める場合には、河川管理者からの
通報を受けた都道府県は、水防管理者等に通知し、水防管理者等は直ちに関係者（関係
機関・団体）に通報しなければならないこととされている。そのため、第 10 章におい
て、重要水防箇所等の巡視及び警戒、決壊・漏水等の通報に関する措置を定めることと
する。 
【推奨】対象河川の浸水想定区域に含まれる市町村名も記述しておくことが望ましい。
また、関係市町村長は、水位到達情報の通知を、水防管理者として知事から、避難情報

関係市町村長にも通知される。 
【必須】水位周知河川における水位到達情報の発表は、法第 13 条第１項の規定に基づ
き行う氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）への到達情報の発表のほか、「洪水等に関す
る防災情報体系の見直しについて」（平成 18 年 10 月１日河川局長通知）に基づき、氾
濫注意水位（警戒水位）、及び避難判断水位への到達情報、氾濫発生情報の発表並びに
氾濫注意水位を下回った場合の情報（氾濫注意情報解除）の発表を行うことができるよ
う、情報の種類や発表基準に適宜補足を行うこと。なお、「洪水時における情報提供の
充実について」（平成 26 年 4 月 8 日、国水環第 2 号）に基づき、原則として平成 27 年
4 月から洪水特別警戒水位は氾濫危険水位に相当するものと変更することとした。 
 
 
【必須】伝達経路については、対象河川区間別に、資料４－５、４－６に示した水防法
に基づく経路に加え、その他法令で定められた経路や、協定等で決められた経路につい
ても記述する。また、伝達手段については、各機関の機器の更新状況等を確認し、最新
の伝達手段を記載するようにする。機器障害等により通常の伝達経路が途絶した場合の
代替の伝達経路、伝達手段についても明確にしておくこと。 
【必須】氾濫危険水位は、箇所毎の危険水位を水位周知観測所に換算した水位のうち、
その観測所の受け持つ水位周知区間において最も低い水位である。箇所毎の危険水位
は、計画高水位もしくは越水又は溢水が発生するまでのリードタイムを考慮して設定し
た水位のどちらか低い方の水位をもって設定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
【必須】原則として、水位周知は越水・溢水による氾濫を対象としているが、漏水・侵
食による氾濫についても情報を提供することが必要であり、断面不足等に起因する漏水
等に関する危険情報が水位到達情報に反映されないこととなる。一方、水防法では、異
常な漏水等が発生した場合には、水防管理者等は直ちに関係者（関係機関・団体）に通
報しなければならないこととされている。そのため、第 10 章において、重要水防箇所
等の巡視及び警戒、決壊・漏水等の通報に関する措置を定めることとする。 
 
 
【推奨】対象河川の浸水想定区域に含まれる市町村名も記述しておくことが望ましい。
また、関係市町村長は、水位到達情報の通知を、水防管理者として知事から、避難情報
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
の発令を判断する市町村長として大臣又は知事からそれぞれ受けることとなるが、避難
情報の発令基準となる具体的な水位については、市町村地域防災計画に定めておくこと
が望ましい。 

 

4.4 水位周知下水道における水位到達情報 

（1）種類及び発表基準 

   （略） 

種 類 発表基準 

内水氾濫危険情報 
基準水位観測所の水位が内水氾濫危険水位（雨水出水特別
警戒水位）に到達したとき 

氾濫発生情報 氾濫が発生又は氾濫発生水位に達したとき 

内水氾濫危険情報解除 
基準水位観測所の水位が内水氾濫危険水位（雨水出水特別
警戒水位）を下回り、氾濫のおそれがなくなったとき 

 

（2）都道府県が行う水位到達情報の通知 

①  （略） 

②水位到達情報の通知の対象となる基準水位観測所 

（例） 

排水施設
等 

観測
所名 

地先名 
内水氾濫危険水位 

（雨水出水特別警戒水位） 
氾濫発生水位 

関係水防
管理団体 

○ ○ ポ ン
プ施設 

○○ 
○ ○ 県
○ ○ 市
○○ 

○.○○m ○.○○m 
○○市、○
○ 水 防 事
務組合 

○ ○ 貯 留
施設 

○○ 
○ ○ 県
○ ○ 市
○○ 

○.○○m ○.○○m 
○○市、○
○ 水 防 事
務組合 

③～⑥  （略） 

（3）市町村が行う水位到達情報の通知 

①  （略） 

②水位到達情報の通知の対象となる基準水位観測所 

    （例） 

排水施設
等 

観測
所名 

地先名 
内水氾濫危険水位 

（雨水出水特別警戒水位） 
氾濫発生水位 

関係水防管
理団体 

○ ○ ポ ン
プ施設 

○○ 
○ ○ 県
○ ○ 市
○○ 

○.○○m ○.○○m 
○○市、○
○水防事務
組合 

の発令を判断する市町村長として大臣又は知事からそれぞれ受けることとなるが、避難
情報の発令基準となる具体的な水位については、市町村地域防災計画に定めておくこと
が望ましい。 

 

4.4 水位周知下水道における水位到達情報 

（1）種類及び発表基準 

   （略） 

種 類 発表基準 

内水氾濫危険情報 
基準水位観測所の水位が内水氾濫危険水位（雨水出水特別警
戒水位）に到達したとき 

内水氾濫危険情報解除 
基準水位観測所の水位が内水氾濫危険水位（雨水出水特別警
戒水位）を下回り、氾濫のおそれがなくなったとき 

 

 

（2）都道府県が行う水位到達情報の通知 

①  （略） 

②水位到達情報の通知の対象となる基準水位観測所 

（例） 

排水施設等 
観測
所名 

地先名 
内水氾濫危険水位 

（雨水出水特別警戒水位） 
関係水防管理

団体 

○ ○ ポ ン プ 施
設 

○○ ○○県○○市○○ ○.○○m 
○○市、○○
水防事務組合 

○○貯留施設 ○○ ○○県○○市○○ ○.○○m 
○○市、○○
水防事務組合 

 

 

③～⑥  （略） 

（3）市町村が行う水位到達情報の通知 

①  （略） 

②水位到達情報の通知の対象となる基準水位観測所 

（例） 

排水施設等 
観測
所名 

地先名 
内水氾濫危険水位 

（雨水出水特別警戒水位） 
関係水防管理

団体 

○ ○ ポ ン プ 施
設 

○○ ○○県○○市○○ ○.○○m 
○○市、○○
水防事務組合 

○○貯留施設 ○○ ○○県○○市○○ ○.○○m 
○○市、○○
水防事務組合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【水防計画作成の手引き（水防管理団体版）（案）】新旧対照表  

15 
 

R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 

○ ○ 貯 留
施設 

○○ 
○ ○ 県
○ ○ 市
○○ 

○.○○m ○.○○m 
○○市、○
○水防事務
組合 

③～⑥  （略） 

＜解説＞ 
【必須】法第２条において、水防計画には水防上必要な通信、連絡について規定すること
とされており、法第 13 条の２の規定により都道府県又は市町村が行う水位到達情報の通
知について、情報の種類、発表基準のほか、対象となる下水道や基準水位観測所、情報の
伝達経路、伝達手段を記述する。なお、法第 13 条の４に基づき、都道府県知事が発表す
る水位到達情報については、避難情報発令の判断に資するため、関係市町村長へ通知す
る必要がある。 
【必須】法第 13 条の２に定める雨水出水特別警戒水位は、発表する情報においては内水
氾濫危険水位という名称を用いるとともに、情報の種類は水位周知河川と同様「内水氾
濫危険情報」として行うよう、発表する情報の種類及び発表基準の表を記載すること。 
【必須】伝達経路については、対象下水道別に、資料４－７～４－10 に示した水防法に
基づく経路に加え、その他法令で定められた経路や、協定等で決められた経路について
も記述する。また、伝達手段については、各機関の機器の更新状況等を確認し、最新の伝
達手段を記載するようにする。機器障害等により通常の伝達経路が途絶した場合の代替
の伝達経路、伝達手段についても明確にしておくこと。内水氾濫危険水位到達から氾濫
するまでの時間はきわめて短いことから、伝達系統にはメールの活用等、瞬時に伝達で
きる手段を記載すること。なお、市町村が発表する情報については、都道府県へも伝達す
るよう、水防計画に定めるものとする。 
【必須】内水氾濫危険水位は、内水による災害の発生を特に警戒すべき水位であり、主に
一般的なビル等の地下空間の利用者を対象に、地上部までの避難に要する時間と下水道
の水位の上昇速度を考慮して設定した水位である。 
【必須】氾濫発生水位は、内水により相当の被害が生じる氾濫の発生する水位であり、主
に一般的なビル等の地下空間への浸水を対象に、地下空間入り口の地盤高や下水道の水
位との関係等を考慮して設定した水位である。 
【推奨】対象水位周知下水道の浸水想定区域に含まれる市町村名、地区名も記述してお
くことが望ましい。 

 

 4.5 高潮予報海岸における高潮予報 

  （1）名称及び発表基準 

国土交通大臣は指定した海岸について、高潮のおそれがあると認められ

るときは、気象庁長官及び知事と共同して、高潮予報し、水防管理者及び

量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、

これを一般に周知するものとする。 

また、国土交通大臣が指定した海岸について通知をした国土交通大臣

 

 

 

    ③～⑥  （略） 

＜解説＞ 
【必須】法第２条において、水防計画には水防上必要な通信、連絡について規定すること
とされており、法第 13 条の２の規定により都道府県又は市町村が行う水位到達情報の通
知について、情報の種類、発表基準のほか、対象となる下水道や基準水位観測所、情報の
伝達経路、伝達手段を記述する。なお、法第 13 条の４に基づき、都道府県知事が発表す
る水位到達情報については、避難情報発令の判断に資するため、関係市町村長へ通知す
る必要がある。 
【必須】法第 13 条の２に定める雨水出水特別警戒水位は、発表する情報においては内水
氾濫危険水位という名称を用いるとともに、情報の種類は水位周知河川と同様「内水氾
濫危険情報」として行うよう、発表する情報の種類及び発表基準の表を記載すること。 
【必須】伝達経路については、対象下水道別に、資料４－７～４－10 に示した水防法に
基づく経路に加え、その他法令で定められた経路や、協定等で決められた経路について
も記述する。また、伝達手段については、各機関の機器の更新状況等を確認し、最新の伝
達手段を記載するようにする。機器障害等により通常の伝達経路が途絶した場合の代替
の伝達経路、伝達手段についても明確にしておくこと。内水氾濫危険水位到達から氾濫
するまでの時間はきわめて短いことから、伝達系統にはメールの活用等、瞬時に伝達で
きる手段を記載すること。なお、市町村が発表する情報については、都道府県へも伝達す
るよう、水防計画に定めるものとする。 
【必須】内水氾濫危険水位は、内水による災害の発生を特に警戒すべき水位であり、主に
一般的なビル等の地下空間の利用者を対象に、地上部までの避難に要する時間と下水道
の水位の上昇速度を考慮して設定した水位である。 
 
 
 
【推奨】対象水位周知下水道の浸水想定区域に含まれる市町村名、地区名も記述してお
くことが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【水防計画作成の手引き（水防管理団体版）（案）】新旧対照表  

16 
 

R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
は、避難情報発令の判断に資するため、関係市町村長にその通知に係る事

項を通知するものとする。 

この他、知事が氾濫による著しい危険が切迫している通報を受けたと

き、その状況により相当な損害を生ずるおそれがあると認めるときは、水

防管理者及び量水標管理者並びに気象庁長官に通知するとともに、必要に

応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知するものとする。 

発表する情報の名称、基本的な発表基準は、次のとおりである。 

情報名 発表基準 

レベル２ 
高潮注意報 

高潮により、水位（潮位＋波の打上げ高）の予測値がレベル５基
準に、潮位の予測値がレベル４基準（潮位が超えると浸水被害のお
それがある状況となる高さ）に達すると予想される約１８時間前ま
でに発表 

レベル３ 
高潮警報 

高潮により、水位（潮位＋波の打上げ高）の予測値がレベル５基
準に、潮位の予測値がレベル４基準（潮位が超えると浸水被害のお
それがある状況となる高さ）に達すると予想される約１２時間前ま
でに発表 

レベル４ 
高潮危険警報 

高潮により、水位（潮位＋波の打上げ高）の予測値がレベル５基
準に、潮位の予測値がレベル４基準（潮位が超えると浸水被害のお
それがある状況となる高さ）に達すると予想される約６時間前まで
に発表 

レベル５ 
高潮氾濫発生情報 

・破堤、背後地の浸水を実際に確認したとき 
・水位（潮位＋波の打上げ高）と潮位のいずれかの実況値がレベル
５基準を超え、かつ、その状況が一定時間継続すると予想されると
き 
・水位（潮位＋波の打上げ高）と潮位のいずれかの直近の予測値が
レベル５基準を超え、かつ、その状況が一定時間継続すると予想さ
れるとき 
※レベル５高潮特別警報と一体的に発表 

  （2）高潮予報 

①高潮予報海岸名、高潮予報を実施する区間（高潮予報区間）名 

     （例） 

高潮予報海岸名 高潮予報区間名 

○○海岸 
（○○県） 

○○ 
市区間 

○○県○○市○○町○○番地先の○○から○○橋まで 

②高潮予報区間の水位基準地点 

     （例） 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 

高潮予報
区間名 

水位基準
地点名 

地先名 
堤防天
端高 

レベル
５基準
水位 

関係水防 
管理団体 

○ ○ 市 区
間 

○○ 
○○県○○市
○○ 

○.○○m ○.○○m ○○市 

△ △ 市 区
間 

△△ 
○○県△△市
△△ 

△.△△m △.△△m △△市 

③高潮予報の担当官署 

（例） 

高潮予報海岸名 担当官署 
○○海岸（○○県） ○○整備局、○○気象台、○○県 

④高潮予報の発表形式 

発表形式は、資料○－○（検討中）のとおり。 

⑤高潮浸水想定区域 

（例） 

高潮予報海岸名 高潮浸水想定区域 
○○海岸（○○県） ○○市、○○町、○○村 

⑥高潮予報の伝達経路及び手段 

水防法に基づく高潮予報の伝達経路及び手段は、資料○－○のとおり。 

＜解説＞ 
【必須】法第２条において、水防計画には水防上必要な通信、連絡について規定すること
とされており、法第 11 条の３及び気象業務法第 14 条の２第２項の規定により国土交通
省と気象庁と都道府県が共同で行う水防活動の利用に適合する注意報及び警報につい
て、情報の種類、発表基準のほか、対象となる高潮予報区間や基準水位地点、情報の伝達
経路、伝達手段を記述する。 
【必須】伝達経路については、高潮予報区間別に、資料○－○に示した水防法に基づく経
路に加え、その他法令で定められた経路や、協定等で決められた経路についても記述す
る。また、伝達手段については、各機関の機器の更新状況等を確認し、最新の伝達手段を
記載するようにする。機器障害等により通常の伝達経路が途絶した場合の代替の伝達経
路、伝達手段についても明確にしておくこと。 
【推奨】高潮予報海岸の高潮浸水想定区域に含まれる市町村名も記述しておくことが望
ましい。また、関係市町村長は、情報の通知を、水防管理者として及び警戒レベル５緊急
安全確保の発令を判断する市町村長として知事からそれぞれ受けることとなるが、警戒
レベル５緊急安全確保の発令の判断材料となる具体的な水位、潮位については、市町村
地域防災計画に定めておくことが望ましい。 

 

4.6～4.7  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.5～4.6  （略） 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
第５章 水位等の観測、通報及び公表  （略） 

 

第６章 気象予報等の情報収集 

 気象予報、雨量、河川の水位、潮位、波高等については、以下のウェブサイト

で PC やスマートフォン、携帯電話から確認することができる。 

（1）気象情報 

気象庁 

・あなたの街の防災情報 

https://www.jma.go.jp/bosai/ 

・気象警報・注意報 

https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=warning 

・アメダス 

https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=amedas 

・雨雲の動き（高解像度降水ナウキャスト） 

https://www.jma.go.jp/bosai/nowc/ 

・洪水キキクル 

https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:flood 

・浸水キキクル 

https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:inund 

・大雨キキクル 

（URL 未定）  

（2）雨量・河川水位 

国土交通省 

・川の防災情報 

https://www.river.go.jp/ 

 

 

（3）～（4）  （略） 

 

第７章 ダム・水門等の操作  （略） 

 

第８章 通信連絡  （略） 

 

第９章 水防施設及び輸送  （略） 

 

第 10 章 水防活動 

10.1～10.5  （略） 

第５章 水位等の観測、通報及び公表  （略） 

 

第６章 気象予報等の情報収集 

気象予報、雨量、河川の水位、潮位、波高等については、以下のウェブサイト

で PC やスマートフォン、携帯電話から確認することができる。 

（1）気象情報 

気象庁 

・あなたの街の防災情報 

https://www.jma.go.jp/bosai/ 

・気象警報・注意報 

https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=warning 

・アメダス 

https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=amedas 

・雨雲の動き（高解像度降水ナウキャスト） 

https://www.jma.go.jp/bosai/nowc/ 

・洪水キキクル（洪水警報の危険度分布） 

https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:flood 

・浸水キキクル（大雨警報（浸水害）の危険度分布） 

https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:inund 

 

 

（2）雨量・河川水位 

国土交通省 

・川の防災情報 

【PC 版】https://www.river.go.jp/ 

【スマートフォン版】https://river.go.jp/s/ 

【携帯版】https://i.river.go.jp/ 

（3）～（4）  （略） 

 

第７章 ダム・水門等の操作  （略） 

 

第８章 通信連絡  （略） 

 

第９章 水防施設及び輸送  （略） 

 

第 10 章 水防活動 

10.1～10.5  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・URL の更新 
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10.6 避難のための立退き又は緊急に安全を確保すべき対応 

①洪水、津波又は高潮等により著しい危険が切迫していると認められる 

ときは、水防管理者は、必要と認める区域の居住者、滞在者その他の者

に対し、避難のため立ち退くべきこと又は高所への移動、近傍の堅固な

建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避その

他の緊急に安全を確保すべきことを指示することができる。この場合、

○○警察署長にその旨を通知するものとする。 

②水防管理者は、避難のための立ち退き又は緊急に安全を確保すべき対応

を指示した場合は、その状況を都道府県○○建設事務所長に速やかに報

告するものとする。 

③  （略） 

＜解説＞ 
【必須】法第 29 条に規定された避難のための立退き又は緊急に安全を確保すべき対応に
ついて、水防管理者の職権のほか、水防管理者があらかじめ行っておくべき事項を記述
しておく。 
【推奨】なお、各自治体の避難に関しては、各地方公共団体で作成されている「避難情報
の判断・伝達マニュアル」を適宜活用いただきたい。 

 

10.7 氾濫・決壊・漏水等の通報及びその後の措置 

（１）氾濫等の通報 

河川管理者、下水道管理者又は海岸管理者が、その管理する河川、下水道

又は海岸について、浸水想定区域における氾濫による著しい危険が切迫して

いると認める場合は、直ちにその状況を関係都道府県知事その他関係者に通

報するものとする。 

通報を受けた知事（当該通報をした者が河川管理者又は海岸管理者である

国土交通大臣の場合にあっては、水防を担う国土交通大臣） は、その状況

により相当な損害を生ずるおそれがあると認めるときは、当該通報に係る事

項を直ちに水防管理者、及び量水標管理者及び市町村長並びに気象庁長官に

通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知

させるものとする。 

  （氾濫等の通報のうち例外的な対応をする場合） 

洪水予報河川、水位周知河川では、霞堤、河岸段丘や谷地など地形的特徴

から、相当に早い段階で浸水が生じる或いは氾濫が発生しても浸水範囲等が

限定的な区域においては、基準水位の対象としていないことから、これらの

区域については、氾濫等の通報対象ではあるが、レベル５氾濫発生情報の発

表の対象外にして、自治体と連携し個別に連絡することにより避難を呼びか

ける例外的な対応をする場合がある。例外的な対応を行う区域については河

川管理者と水防管理者で、事前に確認して定めておくものとする。 

 （定め方については（ア）河川管理者が行う氾濫等の通報 ②氾濫等の通報

のうち、例外的な対応する河川、区域を参照） 

10.6 避難のための立退き 

①洪水、津波又は高潮により著しい危険が切迫していると認められるとき

は、水防管理者は、必要と認める区域の居住者、滞在者その他の者に対

し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。この場合、

○○警察署長にその旨を通知するものとする。 

 

 

②水防管理者は、避難のための立ち退きを指示した場合は、その状況を都

道府県○○建設事務所長に速やかに報告するものとする。 

 

③  （略） 

＜解説＞ 
【必須】法第 29 条に規定された避難のための立退きについて、水防管理者の職権のほ
か、水防管理者があらかじめ行っておくべき事項を記述しておく。 
 
【推奨】なお、各自治体の避難に関しては、各地方公共団体で作成されている「避難情報
の判断・伝達マニュアル」を適宜活用いただきたい。 

 

10.7 決壊・漏水等の通報及びその後の措置 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
 

（２）決壊・漏水等の通報 

水防に際し、堤防その他の施設が決壊したとき、又は越水・溢水若しくは

異常な漏水が発生したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水

防協力団体の代表者は、直ちに関係者（関係機関・団体）に通報するものと

する。 

通報を受けた知事は、決壊により相当な損害を生ずるおそれがあると認め

るときは、当該通報に係る事項を直ちに水防管理者及び量水標管理者並びに

気象庁長官に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これ

を一般に周知させるものとする。 

なお、水防管理者又は市町村長による緊急安全確保措置の指示があった場

合は、水防管理者、水防団、消防機関又は水防協力団体は直ちに待避を行い、

安全な場所で監視カメラ等により堤防その他の施設の決壊又は越水・溢水を

確認できた場合のみ通報を行う。 

また、暫定堤防区間における危険水位が現況堤防高から余裕高を引いた

（スライドダウンを行わない）高さを原則として設定されていることから、

断面不足等に起因する漏水等に関する危険情報が洪水予報や水位到達情報

に反映されていない（第４章参照）。 

そのため、河川管理者は、自らが管理する堤防の漏水に関する危険情報が

関係者に直ちに通報されるよう、出水期前に、洪水時における堤防等の監視、

警戒及び連絡の体制・方法を関係者と確認しておくものとする。 

 

（３）氾濫・決壊・漏水等の通報の内容 

（１）（２）の氾濫・決壊・漏水等の通報は、資料 10－3「氾濫・決壊・漏水等

の通報に係る運用指針」を踏まえ、実施する。なお、本運用において河川管理者

等は、従来の河川等の公物管理者としての役割の範囲内で把握している情報を

活用して、氾濫による著しい危険が切迫していると認められるときにのみ通報

義務が課されている。そのため、河川等の管理に必要な情報による把握を基本と

し、巡視体制を増強することや新たに水位計や河川等監視カメラを設置するこ

となどの追加的な措置の責務まで求められるものではない。また、公物管理者と

しての管理事務が適切に実施されていたにも関わらず、氾濫を発見できなかっ

たのであれば、それが直ちに「通報義務を果たしていない」となるものではな

い。具体的には、次に示す対象施設・区域及び通報基準に対して、河川管理者等

が管理事務の一環として氾濫等を発見する行為の限界と、氾濫等の通報を受け

た水防関係者の処理能力の限界、災害時の処理の迅速さの観点から、予め水防協

議会で協議を行い定めることが望ましい。 

（通報が必要と想定される氾濫の例） 

 ・家屋倒壊等氾濫想定区域 

 

（１）決壊・漏水等の通報 

水防に際し、堤防、ダムその他の施設が決壊したとき、又は越水・溢水若

しくは異常な漏水が発生したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長

又は水防協力団体の代表者は、直ちに関係者（関係機関・団体）に通報する

ものとする。 

通報を受けた河川管理者は水防上危険であるかどうか確認を行い、危険が

認められる場合には市町村長に避難情報の発令に資する事象として情報提

供するものとする。 

 

 

 

 

 

特に、暫定堤防区間における危険水位が現況堤防高から余裕高を引いた

（スライドダウンを行わない）高さを原則として設定されていることから、

断面不足等に起因する漏水等に関する危険情報が洪水予報や水位到達情報

に反映されていない（第４章参照）。 

そのため、河川管理者は、自らが管理する堤防の漏水に関する危険情報が

関係者に直ちに通報されるよう、出水期前に、洪水時における堤防等の監視、

警戒及び連絡の体制・方法を関係者と確認しておくものとする。 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
 （木造家屋の場合は、近隣の堅牢な建物への立ち退き避難が必要） 

・平屋住宅所在エリアで「深い浸水深が所在する区域」 

  （平屋の場合は、近隣の 2階以上の建物への立ち退き避難が必要） 

・氾濫流が流入すると脱出が困難になる地下街等（水防法第 15 条で定められ

た地下街等）が所在する区域 

  （速やかに地下街等からの立ち退き避難が必要） 

（基準例） 

・堤防に異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべり等により決壊のおそれが高ま

った場合 

・堤防の決壊・倒壊や越水・溢水、異常な越波・越流が発生した場合 

・基準水位観測所等の水位が氾濫発生水位に到達した場合 

・樋門・水門・ポンプ・陸閘等の施設の機能支障が発見された場合 

・排水機場等の施設の運転を停止や特別な操作せざるをえない場合 

・上記情報がない場合で、予測モデルなどにより水位が堤防天端高に到達する

などその他の状況を踏まえ氾濫の切迫・発生の蓋然性が高いと総合的に判断

した場合 

 

（ア）河川管理者が行う氾濫等の通報 

①氾濫等の通報を行う河川名、区域、通報基準、通報担当官署等 

（例） 

河川名 区 域 

○○川 区域① 
左岸 ○○県○○市○○町○○番地先の○○橋から○○橋まで 
右岸 ○○県○○市○○町○○番地先の○○橋から○○橋まで 

△△川 区域② 
左岸 △△県△△市△△町△△番地先の△△橋から△△橋まで 
右岸 △△県△△市△△町△△番地先の△△橋から△△橋まで 

□□川 区域③ 
左岸 □□県□□市□□町□□番地先の□□橋から□□橋まで 
右岸 □□県□□市□□町□□番地先の□□橋から□□橋まで 

□□川 区域④ 
左岸 □□県□□市□□町□□番地先の□□橋から□□橋まで 
右岸 □□県□□市□□町□□番地先の□□橋から□□橋まで 

 
河川名 区域 観測所 

施設名 

地先名 通報基準 関係水防

管理団体 

通報担当

官署 

○○川 区域① ○ ○ 観

測所 

○ ○ 県 

○ ○ 市

○○ 

・氾濫発生水位（○.○○m）に到達 

・巡視や河川監視カメラにより、氾濫発

生を確認 

○○市 ○ ○ 河 川

事務所 

△△川 区域② △ △ ダ

ム 

△ △ 県

△ △ 市

△△ 

・異常洪水時防災操作により○○m3/s

以上の放流する通知を受領 

・機能支障により氾濫のおそれを把握 

△△市 △ △ 河 川

事務所 
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・巡視や河川監視カメラにより、氾濫発

生を確認 

□□川 区域③ □ □ 排

水機場 

□ □ 県

□ □ 市

□□ 

・ポンプ停止又は機能支障により氾濫の

おそれを把握 

・巡視や河川監視カメラにより、氾濫発

生を確認 

□□市 □ □ 河 川

事務所 

□□川 区域④ □ □ 水

門 

□ □ 県

□ □ 市

□□ 

・機能支障により氾濫のおそれを把握 

・巡視や河川監視カメラにより、氾濫発

生を確認 

□□市 □ □ 河 川

事務所 

②氾濫等の通報のうち、例外的な対応をする河川、区域 

（例） 

河川名 例外的な対応をする区域 

○○川 区域① 
左岸 ○○県○○市○○町○○番地先の○○橋から○○橋まで 
 

○○川 区域② 右岸 ○○県○○市○○町○○番地先の○○橋から○○橋まで 
□□川 区域① 右岸 □□県□□市□□町□□番地先の□□橋から□□橋まで 
□□川 区域② 右岸 □□県□□市□□町□□番地先 

③氾濫等の伝達経路及び手段 

水防法に基づく氾濫等の伝達経路及び手段は、資料 10－4 のとおり。 

④氾濫等の通報の発表形式 

発表形式は、資料 10－5 のとおり。 

（イ）下水道管理者が行う氾濫等の通報 

①氾濫等の通報を行う排水施設等名、区域、通報基準、通報担当官署等 

（例） 

 

排水施
設等 

区域 地先名 通報基準 
関係水防管理

団体 
通報担当官署 

○ ○ ポ
ン プ 施
設 

区域① 
○○県
○○市
○○ 

・氾濫発生水位
（○.○○m）に到達 
・機能支障により氾濫
のおそれを把握 

○○市、○○水
防事務組合 

○○市下水道局 

排水施設等 区 域 

○ ○ ポ ン プ
施設 

区域① ○○市 ○○町○○番地～○○番地、○○町○○番地～○○番地 

○ ○ 貯 留 施
設 

区域② ○○市 ○○町○○番地～○○番地、○○町○○番地～○○番地 
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○ ○ 貯
留施設 

区域② 
○○県
○○市
○○ 

・氾濫発生水位
（○.○○m）に到達 
・巡視やカメラ映像に
より、氾濫発生を確認 

○○市、○○水
防事務組合 

○○市下水道局 

②氾濫等の伝達経路及び手段 

水防法に基づく氾濫等の伝達経路及び手段は、資料 10－4 のとおり。 

③氾濫等の通報の発表形式 

発表形式は、資料 10－6 のとおり。 

 

（ウ）海岸管理者が行う氾濫等の通報 

①氾濫等の通報を行う海岸名、区域、通報基準、通報担当官署等 

（例） 

海岸名 区 域 
○ ○ 海 岸
（○○県） 

区域① ○○県○○市○○町○○番地先から○○市○○町○○番地先まで 

△ △ 海 岸
（○○県） 

区域② ○○県○○市○○町○○番地先から○○市○○町○○番地先まで 

□ □ 海 岸
（○○県） 

区域③ ○○県○○市○○町○○番地先から○○市○○町○○番地先まで 

 

海岸名 区域 観測所名 地先名 通報基準 
関係水防
管理団体 

通報担当
官署 

○ ○ 海 岸
（○○県） 

区域① 

○○ 
○ ○ 県
○ ○ 市
○○ 

・巡視や河川監視

カメラにより、氾濫

発生を確認 

・高潮特別警戒水

位（T.P.○○ｍ）に

到達 

○○市 ○○事務所 

◎◎ 
◎◎ 
県 ◎ ◎
市◎◎ 

・巡視や河川監視

カメラにより、氾濫

発生を確認 

◎◎町 ◎◎町 

△ △ 海 岸
（○○県） 

区域② △△ 
○ ○ 県
△ △ 市
△△ 

・巡視や河川監視

カメラにより、氾濫

発生を確認 

△△市 △△市 

□□海岸 
（○○県） 

区域③ なし 
○ ○ 県
△ △ 市
△△ 

・予測モデルなど

により水位が堤防

天端高に到達する

などその他の状況

△△市 △△市 
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を踏まえ氾濫の切

迫・発生の蓋然性が

高いと総合的に判

断した場合 

②氾濫等の伝達経路及び手段 

水防法に基づく氾濫等の伝達経路及び手段は、資料 10－4 のとおり。 

③氾濫等の通報の発表形式 

発表形式は、資料 10－7 のとおり。 

 

（４）氾濫・決壊・漏水等の通報系統 

（１）（２）に関する氾濫・決壊・漏水等の通報系統は、資料 10－4 のと

おり。通報先の関係市町村については、河川等の管理者が氾濫（決壊又は溢

流）想定地点（例えば、浸水想定区域を指定した河川については、浸水解析

で設定した氾濫想定地点）ごとに氾濫水の到達が想定される市町村を整理し

たものや、漏水発生状況等の確認を開始する水位及び重点的に確認を行う区

間を、事前に関係水防管理団体に提示することとする。なお、通報を受けた

水防管理者は、「10.6 避難のための立退き又は緊急に安全を確保すべき対

応」、（５）決壊後の措置の対応を行う必要があり、市町村長は災害対策基本

法第 60 条第 3項に基づき、緊急安全確保の指示ができることとなっている。 

 

（５）決壊等後の措置 

堤防その他の施設が決壊したとき、又は越水・溢水若しくは異常な漏水が

発生したときにおいても、水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協

力団体の代表者は、できる限り氾濫による被害が拡大しないよう努めるもの

とする。 

＜解説＞ 
【必須】水防法第 24 条の 2 及び第 25 条の通報については各地域で定められる水防計画
で定めるところにより運用されることとなっており、資料 10－3「氾濫・決壊・漏水等の
通報に係る運用指針」を踏まえ、河川管理者等が行う氾濫等の通報の対象となる河川等
の区域及び通報の基準について、予め各地域の水防協議会において関係者間で協議を行
い、それぞれの水防計画に記述する。 
【必須】氾濫等の通報及び決壊の通報は、氾濫に起因する損害を軽減するため、市町村長
又は水防管理者による緊急安全確保措置の指示等の実施の目安として活用されることと
なる。このため、緊急安全確保措置の指示等を行う水防管理者や市町村長が「相当な損
害」が生じると考える氾濫、すなわち、住民等に対して行動変容に特に留意を呼びかける
必要がある氾濫が発生する河川等の区域を少なくとも通報の対象とすること。 
【推奨】河川管理者等が通報を行う基準としては、目視等で確認した最も信頼できる情
報である「確認情報」と併せて観測区間を網羅的に把握可能な「計測情報」も基本として

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）決壊・漏水等の通報系統 

決壊・漏水等の通報系統は、資料 10－３のとおり。通報先の関係市町村に

ついては、河川等の管理者が氾濫（決壊又は溢流）想定地点（例えば、浸水

想定区域を指定した河川については、浸水解析で設定した氾濫想定地点）ご

とに氾濫水の到達が想定される市町村を整理したものや、漏水発生状況等の

確認を開始する水位及び重点的に確認を行う区間を、事前に関係水防管理団

体に提示することとする。 

 

 

 

 

（３）決壊等後の措置 

堤防その他の施設が決壊したとき、又は越水・溢水若しくは異常な漏水が

発生したときにおいても、水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協

力団体の代表者は、できる限り氾濫による被害が拡大しないよう努めるもの

とする。 

＜解説＞ 
【推奨】法第 25 条に規定された決壊の通報、法第 26 条に規定された決壊後の措置につ
いて、水防管理者等（水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者）
が行うべき事項を記述しておくことが望ましい。ここで、法第 25 条及び法第 26 条は、
水防管理者等の義務を定めたものであり、河川等の管理者が行うものではないことに留
意する必要がある。 
【推奨】決壊・漏水等の周知については、法第 25 条に規定された水防管理者等による決
壊の通報に加え、法第７条第３項に基づき、河川管理者の協力が必要な事項として、河川
管理者が管理する堤防、ダムその他の施設が決壊したとき又は越水・溢水若しくは異常
な漏水が発生したとき（氾濫発生情報を発表する場合を除く）、関係者及び一般に周知す
ることを記載しておくことが望ましい（第 12 章参照）。 
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活用する。「推定・予測情報」は確度が低いため通報の基準に活用しないことを原則とす
るが、「確認情報」「計測情報」がない場合は「推定・予測情報」を用いることでよい。そ
の際は可能な限り多くの情報を用いて一定の確度を保つようにすることが望ましい。 
【推奨】法第 25 条に規定された決壊の通報、法第 26 条に規定された決壊後の措置につ
いて、水防管理者等（水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者）
が行うべき事項を記述しておくことが望ましい。ここで、法第 25 条及び法第 26 条は、
水防管理者等の義務を定めたものであり、河川等の管理者が行うものではないことに留
意する必要がある。 

 

10.8 水防配備の解除 （略） 

 

第 11 章 水防信号、水防標識等 （略） 

 

第 12 章 協力及び応援 

12.1 河川管理者の協力及び援助 

河川管理者○○地方整備局長〔○○県知事、○○市長〕は、自らの業務等に

照らし可能な範囲で、水防管理団体が行う水防のための活動への協力及び水防

管理者等が行う浸水被害軽減地区の指定に係る援助を行う。 

＜河川管理者の協力が必要な事項＞（例） 

（１）水防管理団体に対して、河川に関する情報（○○川の水位、河川管理

施設の操作状況に関する情報、ＣＣＴＶの映像、ヘリ巡視の画像）の

提供（伝達方法については資料○のとおり） 

（２）水防管理団体に対して、氾濫（決壊又は溢流）想定地点ごとの氾濫水

到達市町村の事前提示、及び水防管理者等から異常な漏水等について

の通報を受けた場合には通報すべき関係者（関係機関・団体）の提示 

 

 

 

（３）重要水防箇所の合同点検の実施 

  （４）～（６） （略） 

＜河川管理者の援助が必要な事項＞（例） 

  （１）～（４） （略） 

 

12.2 下水道管理者の協力 （略） 

 

12.3 海岸管理者の協力 

海岸管理者○○県知事〔○○市長〕は、自らの業務等に照らし可能な範囲

で、水防管理団体が行う水防のための活動に次の協力を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.8 水防配備の解除 （略） 

 

第 11 章 水防信号、水防標識等 （略） 

 

第 12 章 協力及び応援 

12.1 河川管理者の協力及び援助 

河川管理者○○地方整備局長〔○○県知事、○○市長〕は、自らの業務等に

照らし可能な範囲で、水防管理団体が行う水防のための活動への協力及び水防

管理者が行う浸水被害軽減地区の指定等に係る援助を行う。 

＜河川管理者の協力が必要な事項＞（例） 

（１）水防管理団体に対して、河川に関する情報（○○川の水位、河川管理

施設の操作状況に関する情報、ＣＣＴＶの映像、ヘリ巡視の画像）の

提供（伝達方法については資料○のとおり） 

（２）水防管理団体に対して、氾濫（決壊又は溢流）想定地点ごとの氾濫水

到達市町村の事前提示、及び水防管理者等から異常な漏水等について

の通報を受けた場合には通報すべき関係者（関係機関・団体）の提示 

（３）堤防又はダムが決壊したとき又は越水・溢水若しくは異常な漏水が発

生したとき（氾濫発生情報を発表する場合を除く）、河川管理者によ

る関係者及び一般への周知（伝達方法については資料△のとおり） 

（４）重要水防箇所の合同点検の実施 

  （５）～（７） （略） 

＜河川管理者の援助が必要な事項＞（例） 

  （１）～（４） （略） 

 

12.2 下水道管理者の協力 （略） 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
＜海岸管理者の協力が必要な事項＞（例） 

（１）水防管理団体に対して、海岸に関する情報（○○海岸の水位（潮

位）、海岸保全施設の操作状況に関する情報、ＣＣＴＶの映像、ヘ

リ巡視の画像）の提供（伝達方法については資料○のとおり） 

（２）水防管理団体に対して、氾濫が想定される地点の事前提示、及び

水防管理者等から異常な漏水等についての通報を受けた場合には

通報すべき関係者（関係機関・団体）の提示 

（３）水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加 

（４）水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材で不足するような緊

急事態に際して、海岸管理者の応急復旧資器材又は備蓄資器材の

提供 

（５）水防管理団体及び水防協力団体の人材で不足するような緊急事態

に際して、水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供するた

めの職員の派遣 

 

＜解説＞ 
【必須】海岸管理者は、水防計画に基づき水防管理団体が行う水防に協力するものとす
る。知事は、水防計画に海岸管理者による海岸に関する情報の提供、水防訓練への海岸管
理者の参加その他の水防管理団体が行う水防のための活動に海岸「管理者の協力が必要
な事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、海岸管理者に協議
し、その同意を得なければならない。 

 

12.4 水防管理団体相互の応援及び相互協定 （略） 

 

12.5～12.7 （略）  

 

12.8 企業（地元建設業等）との連携 

市町村は、出水時の水防活動に際し、水防活動等の委任、資器材の提供等に

関して○○と協定を締結している。協定書は資料編に添付のとおりである。 

また、水防管理者より水防活動の委任を受けた民間事業者等は以下の水防活

動委任証を携行し、必要がある場合は、これを提示しなければならない。 

（例） 

（略） 
＜解説＞ 

【推奨】企業（地元建設業等）との連携（水防活動等の委任、資器材の提供等）について、
具体的に取り決めを行っている場合は、その内容を記述しておくことが望ましい。また、
協定については、参考資料として添付しておくことが望ましい。加えて、水防管理者より
水防活動の委任を受けた者には緊急通行や公用負担を行う公権力が付与されるため、当

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3 水防管理団体相互の応援及び相互協定 （略） 

 

12.4～12.6 （略）  

 

12.7 企業（地元建設業等）との連携 

市町村は、出水時の水防活動に際し、水防活動等の委任、資器材の提供等に

関して○○と協定を締結している。協定書は資料編に添付のとおりである。 

また、水防管理者より水防活動の委任を受けた民間事業者等は以下の水防活

動委任証を携行し、必要がある場合は、これを提示しなければならない。 

（例） 

（略） 
＜解説＞ 

【推奨】企業（地元建設業等）との連携（水防活動等の委任、資器材の提供等）について、
具体的に取り決めを行っている場合は、その内容を記述しておくことが望ましい。また、
協定については、参考資料として添付しておくことが望ましい。加えて、水防管理者より
水防活動の委任を受けた者には緊急通行や公用負担を行う公権力が付与されるため、当
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
該委任を受けたことを明らかにする委任証について、様式等の必要事項を定めておくこ
とが望ましい。また民間事業者等が水防活動に際し使用する車両については、必要に応
じて水防標識の付与等の事前届出を適宜処置するとともに、あらかじめ、災害対策基本
法施行令第 33 条第２項に基づき、緊急通行車両確認標章の交付を受けておくことが望ま
しい。 

 

12.9（略） 

 

第 13～17 章 （略） 

 

資料３－１～資料３－３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該委任を受けたことを明らかにする委任証について、様式等の必要事項を定めておくこ
とが望ましい。また民間事業者等が水防活動に際し使用する車両には、必要に応じて水
防標識の付与、災害対策基本法施行令第 33 条第 1 項における緊急通行車両等の事前届
出を適宜処置することが望ましい。 

 

 

12.8（略） 

 

第 13～17 章 （略） 

 

資料３－１～資料３－３ （略） 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
資料４－１洪水予報（国土交通省又は都道府県・気象庁共同発表）発表形式（例） 

 

資料４－１洪水予報（国土交通省又は都道府県・気象庁共同発表）発表形式（例） 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 

 

資料４－２～資料４－３ （略） 

 

 

 

 

 

資料４－２～資料４－３ （略） 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
資料４－４ 水位到達情報（国土交通省又は都道府県発表）の発表形式（例） 

 

 

 

 

資料４－４ 水位到達情報（国土交通省又は都道府県発表）の発表形式（例） 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
資料４－５ 水防法に基づく水位到達情報（国土交通省発表）の伝達経路等（例） 

水防法に定められた水位到達情報の通知・周知は必須であるが、地域防災計画等

に基づく手続き等にも留意して伝達経路等を定める。 

 

 

資料４－６ 水防法に基づく水位到達情報（都道府県発表）の伝達経路等（例） 

水防法に定められた水位到達情報の通知・周知は必須であるが、地域防災計画等

に基づく手続き等にも留意して伝達経路等を定める。 

 

資料４－５ 水防法に基づく水位到達情報（国土交通省発表）の伝達経路等（例） 

水防法に定められた水位到達情報の通知・周知は必須であるが、地域防災計画等

に基づく手続き等にも留意して伝達経路等を定める。 

 

 

資料４－６ 水防法に基づく水位到達情報（都道府県発表）の伝達経路等（例） 

水防法に定められた水位到達情報の通知・周知は必須であるが、地域防災計画等

に基づく手続き等にも留意して伝達経路等を定める。 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
 

資料４－７ （略） 

 

資料４－８ 水防法に基づく水位周知下水道の水位到達情報（都道府県発表）

の伝達経路等（例） 

水防法に定められた水位到達情報の通知・周知は必須であるが、地域防災計画等

に基づく手続き等にも留意して伝達経路等を定める。 

 

 

資料４－９ （略） 

 

資料４－10 水位周知海岸の水位到達情報の発表形式（例） 

X 海岸（○○県） レベル５高潮氾濫発生情報 

XX 年 XX 月 XX 日 hh 時 mm 分 

●●県発表 

（第○号） 

【見出し】 

X 海岸では、高潮氾濫発生が切迫／高潮氾濫発生。 

【主文】 

□□検潮所（B市★★町）の水位は、XX 月 XX 日 hh 時 mm 分に高潮特別警戒水

位（●.●●m）に達しました。 

○○検潮所（A市◎◎町）の水位は、XX 月 XX 日 hh 時 mm 分に高潮特別警戒水

位（●.●●m）に達しました。 

いまだ危険な場所にいる場合は、直ちに高所への移動、近傍の堅固な建物への

退避等をしてください。 

 

資料４－７ （略） 

 

資料４－８ 水防法に基づく水位周知下水道の水位到達情報（都道府県発表）

の伝達経路等（例） 

水防法に定められた水位到達情報の通知・周知は必須であるが、地域防災計画等

に基づく手続き等にも留意して伝達経路等を定める。 

 

 

資料４－９ （略） 

 

資料４－10 水位周知海岸の水位到達情報の発表形式（例） 

X 海岸（○○県） 高潮氾濫発生情報 

XX 年 XX 月 XX 日 hh 時 mm 分 

●●県発表 

（第○号） 

【見出し】 

X 海岸では、高潮氾濫発生が切迫／高潮氾濫発生。 

【主文】 

□□検潮所（B市★★町）の水位は、XX 月 XX 日 hh 時 mm 分に高潮特別警戒水

位（●.●●m）に達しました。 

○○検潮所（A市◎◎町）の水位は、XX 月 XX 日 hh 時 mm 分に高潮特別警戒水

位（●.●●m）に達しました。 

いまだ危険な場所にいる場合は、直ちに高所への移動、近傍の堅固な建物への

退避等をしてください。 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
 

検潮所名 氾濫による浸水が想定される地区※ 

□□検潮所 
●●県 B市 B 市の高潮浸水想定区域② 

●●県 C市 C 市の高潮浸水想定区域② 

○○検潮所 ●●県 A市 A 市の高潮浸水想定区域① 

※氾濫による浸水が想定される地区については、一定の条件下に基づく計算結果の推定です。気象条件

や堤防の決壊の状況によっては、この地区以外でも氾濫による浸水がおこる可能性があります。 

 

（参考 1） B 市、C 市、A 市には、●●地方気象台から XX 月 XX 日 hh 時 mm 分に高潮警報（予想

最高潮位 B 市●．●m、C 市●．●m、A 市●．●m）が発表されています。   

（参考 2） 高潮特別警戒水位 

□□検潮所  ●.●m 

○○検潮所（B・C 地区） ●.●m 

○○検潮所（D 地区） ●.●m 

※高潮特別警戒水位：水防法第 13 条の 3 で規定される水位。警戒レベル５緊急安全確保の発

令の判断材料。 

 

問い合わせ先 

●●県土木部●●課 電話：000-000-0000 （内線）○○○ 

 

資料４－11 水防法に基づく水位周知海岸の水位到達情報の伝達経路等（例） 

水防法に定められた水位到達情報の通知・周知は必須であるが、地域防災計画等

に基づく手続き等にも留意して伝達経路等を定める。 

 

 
 

 

検潮所名 氾濫による浸水が想定される地区※ 

□□検潮所 
●●県 B市 B 市の高潮浸水想定区域② 

●●県 C市 C 市の高潮浸水想定区域② 

○○検潮所 ●●県 A市 A 市の高潮浸水想定区域① 

※氾濫による浸水が想定される地区については、一定の条件下に基づく計算結果の推定です。気象条件

や堤防の決壊の状況によっては、この地区以外でも氾濫による浸水がおこる可能性があります。 

 

（参考 1） B 市、C 市、A 市には、●●地方気象台から XX 月 XX 日 hh 時 mm 分に高潮警報（予想

最高潮位 B 市●．●m、C 市●．●m、A 市●．●m）が発表されています。   

（参考 2） 高潮特別警戒水位 

□□検潮所  ●.●m 

○○検潮所（B・C 地区） ●.●m 

○○検潮所（D 地区） ●.●m 

※高潮特別警戒水位：水防法第 13 条の 3 で規定される水位。警戒レベル５緊急安全確保の発

令の判断材料。 

 

問い合わせ先 

●●県土木部●●課 電話：000-000-0000 （内線）○○○ 

 

資料４－11 水防法に基づく水位周知海岸の水位到達情報の伝達経路等（例） 

水防法に定められた水位到達情報の通知・周知は必須であるが、地域防災計画等

に基づく手続き等にも留意して伝達経路等を定める。 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
資料４－12～資料４－17 （略） 

 

資料４－18 津波に関する水防警報に係る基本的な考え方 

（１）基本的な考え方 

（中略） 

１）近地津波と遠地津波への対応 

【近地津波】 

   （中略） 

２）「活動可能時間」の考え方について （略） 

３）水防警報の検討フロー （略） 

 

資料４－19～資料４－21 （略） 

 

 

 

資料４－12～資料４－17 （略） 

 

資料４－18 津波に関する水防警報に係る基本的な考え方 

（１）基本的な考え方 

（中略） 

１）近地津波と遠地津波への対応 

【近地津波】 

（中略） 

２）「活動可能時間」の考え方について （略） 

３）水防警報の検討フロー （略） 

 

資料４－19～資料４－21 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・最新版が公表されたため 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
資料５－１ 量水標管理者及び水防管理者一覧（例） 

 

 

資料 5－2～資料 10－2  （略） 

 

資料 10－3 氾濫・決壊・漏水等の通報に係る運用指針 

１．本運用指針の取扱い 

本運用指針は、令和 7年 12 月の水防法の改正を踏まえ、水防法第 24条の 2の氾

濫等の通報、水防法第 25 条の決壊の通報等の標準的な考え方を記したものである。 

水防法第 24 条の 2及び第 25 条の通報については各地域で定められる水防計画で

定めるところにより運用されることとなっているため、本指針を参酌の上、地域の

実態に即したものとなるよう、各地域の水防協議会において関係者で綿密に協議を

行うよう努められたい。 

【解説】 

 令和 3年の災害対策基本法改正により、市町村長が新たに緊急安全確保措置を指示

できることが規定され、災害の発生が切迫している状況について市町村が住民に周知

し、立退き避難に加えて緊急安全確保も含めて、適確な避難行動につなげていくこと

が非常に重要となってきている。 

水防法においてはこれまで、水災害が発生又は切迫している状況について、水防管

理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者による決壊の通報、洪水予

報河川等における氾濫発生情報（越水等の確認情報）の提供のほか、地域毎の水防計

画に基づき越水等が発生した際に水防に協力する立場の河川管理者による周知等によ

って情報提供が行われてきた。 

一方、近年、観測技術の高度化・観測設備の整備の進展等により、河川管理者、下

水道管理者及び海岸管理者（以下「河川管理者等」という。）が氾濫の発生の危険が切

迫した状態にあることをプッシュ型で情報提供する素地が整ってきたところである。 

資料５－１ 量水標管理者及び水防管理者一覧（例） 

 

 

資料 5－2～資料 10－2  （略） 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
こうした状況を踏まえ、令和 7年 12 月に水防法が改正され、氾濫の発生による著し

い危険が切迫し、命の危険から直ちに身の安全を確保することが必要な緊急的な状況

下における河川管理者等による氾濫等の通報が規定され、水防管理者及び市町村長の

緊急安全確保措置の指示等に活用されることとなった。 

氾濫等の通報に当たっては、通報方法、通報先に加え、その前提となる通報対象の

河川、下水道及び海岸（以下「河川等」という。）の区域や通報の基準などについて、

都道府県の水防協議会で協議を行い、水防計画に定めることとなっているが、この協

議過程においては、これまで以上に河川管理者等と水防関係者（水防活動を行う関係

者をいい、水防法第 24条の 2第 2項に基づき氾濫等の通知・周知を行う都道府県知

事・国土交通大臣、水防法第 26 条に基づき決壊後の処置を行う水防管理者、水防団

長、消防機関の長、水防協力団体の長、水防法第 29 条に基づき緊急安全確保措置の指

示を行う水防管理者を含む、以下同じ）のコミュニケーションが重要となる。 

そこで、地域における円滑な検討・協議や効果的な制度運用に資するよう、本指針

で全国標準的な考え方を示すこととした。 

なお、これまでも河川管理者等の公物管理者は、水防関係者の求めに応じて情報を

提供するなど、時には管理事務の一環で入手した情報を臨機に提供している。今回の

水防法改正により、命の危険が迫る氾濫等を通報する公物管理者の責務が法律に特別

に明記されることとなったが、両者が地域の水災被害の軽減のため、平時においても

水災時においても協力しあっていく関係性については、今後も何ら変わりがない。 

 

２．氾濫等の通報、決壊の通報を実施する意義について 

 氾濫等の通報及び決壊の通報は、氾濫に起因する損害を軽減するため、市町村長

又は水防管理者による緊急安全確保措置の指示等の実施の目安として活用されるこ

ととなる。 

【解説】 

水防法第 24 条の２第 2項又は水防法第 25 条第 2項により氾濫等又は決壊の通知を

受けた水防管理者は、水防法第 26条に基づき堤防その他の施設が決壊したときはでき

る限り氾濫による被害が拡大しないように努める必要があるほか、水防法第 29 条に基

づき緊急安全確保措置の指示ができることとなっている。また、水防法第 13 条の 4に

基づき氾濫等又は決壊の通知を受けた市町村長は災害対策基本法第 60 条第 3項に基づ

き、緊急安全確保措置の指示ができることとなっている。 

氾濫等の通報や決壊の通報を運用するに当たっては、同通報が最終的に緊急安全確

保措置の指示を行う判断材料として活用されることを踏まえ、各地域の水防協議会に

おいて通報の具体的な基準などについて協議を行い、それぞれの水防計画に定めるこ

とが必要である。 

 

３．水防法第 24 条の２の氾濫等の通報の基本的な考え方 

（１）河川管理者等による氾濫等の通報 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
 氾濫等の通報は、河川等の公物の状況を最も良く知る公物管理者が、公物管理事

務の一環で把握できる施設情報等を活用して、氾濫による著しい危険が切迫してい

ると認められるときに、同公物管理者に通報義務が課されるものである。 

【解説】 

水防法第 24 条の２に基づく通報は、河川管理者等が、浸水想定区域における氾濫に

よる著しい危険が切迫していると認められるときに（住民等の生命に被害が及ぶ蓋然

性が高まる状況に到ったことが判断できた際に）、直ちにその状況を関係都道府県知事

その他関係者に通報し、通報を受けた都道府県知事（当該通報をした者が河川管理者

又は海岸管理者である国土交通大臣の場合にあっては、水防を担う国土交通大臣）

が、その状況により相当な損害を生ずるおそれがあると認められるときに（氾濫特性

及び地域特性を踏まえて、氾濫により住民等の生命に強く被害が及ぶおそれがある判

断した際に）、水防管理者及び量水標管理者並びに気象庁長官に通知するとともに、必

要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知するものである。 

河川管理者等に氾濫等の通報が特別に求められることとなった背景としては、命の

危険が生ずる氾濫等については通報主体を複数化して一刻も早くその発生を把握する

必要があるほか、公物管理事務の一環で入手可能な施設情報（水防関係者では必ずし

も把握できない状況）等を水防関係者が活用することが有効であるからである。 

本運用において河川管理者等は、従来の河川等の公物管理者としての役割の範囲内

で把握している情報を活用して、氾濫による著しい危険が切迫していると認められる

ときにのみ通報義務が課されている。そのため、河川等管理に必要な情報等による把

握を基本とし、巡視体制を増強することや新たに水位計や河川等監視カメラを設置す

ることなどの追加的な措置の責務まで求められるものではない。即ち、河川管理者等

は「河川等の管理事務の一環として把握した情報を通報する」という責務を負うにと

どまり、河川法等の公物管理法の改正があった訳ではないので、公物管理に関する役

割が変化したものではない。従って、公物管理者としての管理事務が適切に実施され

ていたにも関わらず、氾濫を発見できなかったのであれば、それが直ちに「通報義務

を果たしていない」となるものではない点に留意する必要がある。 

また、本通報が水防管理者や市町村長が行う緊急安全確保措置の指示の判断材料と

して活用されることになることから本通報の確度が低い場合、まだ十分に避難所へ向

かうことで難を逃れられる可能性の高い住民らが、不用意に水平避難を諦め、被災す

る事態も起こりかねない。このため、本通報においては、市町村長が適切に緊急安全

確保措置の指示ができるよう情報の確度（情報（そのもの）の正確さ、当該箇所で氾

濫等が発生する精確さ（氾濫想定地点と水位観測所などの計測地点との距離による空

間的な確実性）、氾濫等の発生タイミングの精確さ（計測間隔による時間的な確実

性））が重要な観点となることに留意することが必要である。 

 

（２）都道府県知事等が行う氾濫等の通知の対象となる河川等の区域 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
緊急安全確保措置の指示等を行う水防管理者や市町村長が「相当な損害」が生じ

ると考える氾濫、すなわち、住民等に対して行動変容に特に留意を呼びかける必要

がある氾濫が発生する河川等の区域を通報の対象とする。 

【解説】 

都道府県知事等が行う通知は、水防管理者や市町村長が行う緊急安全確保措置の指示

等の氾濫による損害の軽減を目的としているが、通報の対象となる箇所（河川等の区域）や氾

濫の規模（相当な損害）に際限がないと、通報が相次いでしまうことが想定され、かえって水防

管理者が効果的かつ効率的な水災対応ができなくなるおそれがある。 

このため、水防法上は浸水想定区域を作成しているあらゆる河川、下水道、海岸が通報の

対象となりうるが、避難行動の指示等の水災対応との連動を考えると、緊急安全確保措置の

指示等を行う水防管理者や市町村長が相当な損害が生じると考える氾濫等と整合を取ること

が、不可欠である。 

具体的には、緊急安全確保措置を指示する際に住民等に対して行動変容に特に留意を呼

びかける必要があるような氾濫、すなわち、例えば氾濫が発生した際に単なる高所移動では

なく、堅牢かつ十分な高さを有する近隣の建物への移動が必要となるような事態をもたらす以

下の氾濫については、少なくとも通報の対象となると考えられる。 

＜通報が必要と想定される氾濫の例＞ 

  ・家屋倒壊等氾濫想定区域における氾濫 

    （木造家屋の場合は、近隣の堅牢な建物への立ち退き避難が必要） 

・平屋住宅所在エリアで「深い浸水深が所在する区域※１」における氾濫 

    （平屋の場合は、近隣の 2 階以上の建物への立ち退き避難が必要） 

・氾濫流が流入すると脱出が困難になる地下街等（水防法第 15 条で定められた地下街

等）が所在する区域における氾濫 

    （速やかに地下街等からの立ち退き避難が必要） 

 

※１「水害の被害指標分析の手引」 （H25 試行版） では、65 歳以上の場合、水深 1.7m（1 

階床高 50cm）では死亡率が 12％となる。また、洪水浸水想定区域図作成マニュアル（第4 版）

では、3m は 2 階床下に相当するとされている。地域の特性や氾濫の特性に応じて浸水深を

設定することが望ましい。 

 

なお、対象となる具体の区域や浸水深の検討に当たっては、浸水想定区域内の建物の床

面の高さ等、地域の特性に応じて水防管理者及び市町村長のニーズが変わることに留意する

ことが必要である。また、河川・海岸の堤防が決壊・倒壊した場合は、堤防近傍では家屋でさ

え破壊するほどの勢いで氾濫流が一気に流れる場合があるため、氾濫の特性によっても水防

管理者及び市町村長のニーズが変わることに留意することが必要である。 

また、洪水予報河川については、これまでも水防法第 10 条及び第 11 条に基づき氾濫発生

情報が通知してきていることから、当該河川については引き続き氾濫等の通報の対象にすべ

きである。 
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（３）水防協議会における協議 

河川管理者等が行う氾濫等の通報の対象となる河川等の区域及び通報の基準につ

いて、予め各地域の水防協議会において関係者間で協議を行い、それぞれの水防計画に

定める。 

【解説】 

３．（１）及び（２）より、水位計や河川等監視カメラが設置されている箇所にも限

りがあるなど、河川管理者等の公物管理者側が管理事務の一環として氾濫等を発見す

る努力を尽くしても人員・施設等からその対応には自ずと限界がある。また水防関係

者にとっても通報数が多数となると深刻な被害をもたらす重篤な氾濫通報を見逃すな

ど、処理能力に限界が生じるおそれがあるため、行動変容に特に留意が必要となるよ

うな氾濫に限定した通報のみがほしいというニーズがある。この両者を総合的に勘案

し、さらに、警戒レベル５相当の危険が迫る緊急時には迅速な判断が求められる観点

から、通報を行う際の具体的な通報方法や通知先となる関係者に加え、その前提とな

る通報対象の河川等の区域や通報の基準などについて「水防計画で定める」ことで、

迅速かつ確実な制度の運用を行うことが望ましい。 

このため、水防協議会において、河川管理者等の考える「氾濫による著しい危険」

をもたらす氾濫と、都道府県知事等の考える「相当な損害」をもたらす氾濫について

認識を提示し合い、氾濫等の通報の対象を協議しておくことが重要である。 

 

 

図１ 水防計画に定める氾濫等の通報の対象となる河川等の区域と通報の基準 

 

具体的には、水防管理者や市町村長が必要と考える氾濫等の通報に対して、河川管理

者等が従来の河川等の公物管理者としての役割の範囲内で把握しうる氾濫等の切迫・発

生情報を列挙した上で、水防計画に記載する河川等の区域及び通報の基準について水防

協議会で協議することが必要である。なお、水防計画に記載されていない事案の発生に

ついて河川管理者等が河川等の管理事務の一環として把握した場合は、水防法第 24 条

の 2 に基づく通報であるかに関わらず、１．（１）で記載したとおり、これまで通りの

河川管理者等と水防関係者との関係から当該氾濫等の通報を実施することで問題ない。 

なお、氾濫等の通報の対象となる河川等の区域及び通報の基準を水防計画に定めた場

合は、ウェブサイトに掲載する等により住民に周知する。 

 

（４）河川管理者等が把握した情報と通報との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「相当な損害を生ずるおそれがある」
と認める氾濫

「氾濫による著しい危険」
と認める氾濫

水防計画に定める氾濫等の通報の対象となる河川等の区域と通報の基準
（当該箇所で河川管理者等が把握可能な切迫情報）
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
河川管理者等が通報を行う基準としては、目視等で確認した最も信頼できる情報

である「確認情報」と併せて観測区間を網羅的に把握可能な「計測情報」も基本と

して活用する。 

「推定・予測情報」は確度が低いため通報の基準に活用しないことを原則とする

が、「確認情報」「計測情報」がない場合は推定・予測情報」を用いることでよい。

その際は可能な限り多くの情報を用いて一定の確度を保つようにする。 

【解説】 

河川管理者等が把握可能な氾濫の切迫・発生情報としては大別すると確認情報、計

測情報、推定・予測情報がある。 

確認情報： 

・巡視や河川等監視カメラによる越水及び破堤等の確認 

 ・堤防の異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべり等の確認 

計測情報： 

・水位計・放流量等による計測数値により氾濫の切迫・発生を判断（計測情報と

対象区間の越水の可能性を予め整理されている場合はその区間評価情報を含

む） 

  （例１）基準水位観測所等の水位による対象区間の越水の可能性の把握 

      （氾濫発生水位の到達） 

  （例２）異常洪水時防災操作した際のダム直下の越水の可能性の把握 

      （ダムから○○m3/s 以上の放流） 

・施設の操作及び機能支障情報から氾濫の切迫・発生を判断（予め設定した水位

に達した状況等で施設の操作及び機能支障を確認） 

  （例３）排水機場のポンプを停止した際の越水の可能性の把握 

      （対象河川の水位が○○m以上の時にポンプの停止） 

推定・予測情報： 

・計測情報や雨量情報を元に予測モデルにより氾濫の切迫・発生を推定 

 ・洪水対応時に計測情報（急激な水位変動等）から越水・破堤を推定 

  （例４）水位計の急激な水位低下等から決壊の可能性を推定 

  確認情報は情報の確度が高いため、災害が発生又は切迫の確認には有効な情報である

が、巡視による確認は、人員面での制約に加え、暴風雨や夜間等の悪条件下ではほとんど確

認が不可能であり、見逃しが多発するおそれがある。河川等監視カメラについては、設置箇所

が限定的であるため、確認できる区間が限られる。また、計測情報は、一定の区間を対象とし

て定量的に計測可能であることから、確認情報よりも確度は劣るものの少ない労力で早期か

つ広範囲に状況把握できる。推定・予測情報は、予測に用いるデータや予測手法によって精

度が大きく変化し計測情報と比較して情報の確度は落ちると考えられる。 

  このため、河川管理者等が通報を行う基準としては、目視等で確認した最も信頼できる情報

である確認情報と併せて観測区間を網羅的に把握可能な計測情報も基本として活用する。な

お、推定・予測情報は確度が低いため通報の基準に活用しないことを原則とするが、確認情
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
報や計測情報がない場合は「推定・予測情報」を用いることでよい。その際は、事前の予

測情報や周辺状況により氾濫が発生しているおそれが高いと思われる段階で、可能な限り多

くの情報を用いて一定の確度を保つようにする。また、水防管理者及び市町村長が緊急

安全確保措置の指示を行う上で、情報の確度も重要な情報であることから、平時から河川管

理者等は通報する氾濫の確度について水防関係者とコミュニケーションを行うとともに、災害

時においても確度の低い情報を通報した後に確度の高い情報を把握した場合はその情報を

追加で通報することや可能な場合は通報する氾濫の確度について解説することが望ましい。 

なお、推定・予測情報の確度を十分に理解する者（水防関係者や関係する河川管理者等）

に対し、内部情報として推定・予測情報を提供し、提供先の水災対応に役立てることについて

は問題ない。 

以下に通報の基準に用いる情報を概念的に示した図及びそれぞれの情報を用いる際の

メリット・デメリットを提示する。 

 

図２ 通報の基準に用いる情報  

  

 

図３ 確認情報、計測情報、推定・予測情報のメリット及びデメリット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情
報
の
確
度

巡視・カメラによる越
水・破堤等
確認情報

低

高

低 高

右欄に至る直前の状況 氾濫発生を確認又は
既に氾濫している可能性が高い状況

地点
情報

深刻な事態に到る蓋然性

区間
情報

これまで氾濫発生情報
として活用

氾濫等の通報の基準に基本として
活用する情報

精度が低いため活用しない
確認・計測情報がない場合
可能な限り多くの「推定・予測情
報」を用いることで一定の確度を

保つようにすべき情報

水位計・放流量（施
設の操作及び機能支障情
報も含む）等による
計測情報
予測モデルや急激な
水位変動等
を基にした
推定・予測情報

情
報
の
確
度

巡視・カメラによる越
水・破堤等
確認情報

水位計・放流量等
（施設の操作及び機能支
障情報も含む）
計測情報

予測モデルや急激な
水位変動等
を基にした
推定・予測情報低

高

メリット デメリット

地点
情報

区間
情報

・越水や決壊等を視認した情報であるため、
確度が最も高い情報。
（発生場所、発生のタイミング）

・巡視箇所や河川監視カメラを設置している
箇所でしか確認できないため見逃しが多く
なる。

・切迫状況をある程度の確度を持って対象
区間を網羅的に把握可能

・故障等により欠測した場合は、氾濫を見逃
すことになる。
・水位が基準値に到達する前に、想定してい
ない低い箇所からの越水や浸透破堤が起き
た場合、氾濫を見逃すことになる。
・急激に水位が昇降する場合は計測間隔に
よっては、氾濫を捉えきれない可能性がある。

・切迫状況を対象区間を網羅的に把握可能
・予測モデルを使った際には、前もって連絡す
ることが可能
・水位計のない箇所でも予測モデルにより氾
濫の可能性を評価することが可能

・確度が低い情報であるため、取扱い要注意
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
 

４．水防法第 25 条の決壊の通報の基本的な考え方 

水防管理者等は、重要水防箇所を中心に巡視を行い、その際に堤防その他施設の

決壊等を発見した場合に通報を行うこととなっている。河川管理者等が行う氾濫等

の通報の対象となる河川等の区域及び通報の基準について水防協議会で協議する際

に、併せて水防管理者等が重点的に巡視等を行う箇所等を改めて議論する。 

【解説】 

水防管理者等は、都道府県から非常配備体制が指令された際は、河川等の監視及び

警戒をさらに厳重にし、重要水防箇所を中心として巡視を行うこととなっている（水

防計画の手引き（都道府県版）10.2 巡視及び警戒を参照）。その水防活動の際に、堤

防、ダムその他の施設が決壊したときは、水防法第 25 条に基づき水防管理者等は、直

ちに都道府県知事その他関係者に通報を行うこととなっている。令和 7年の水防法改

正により、新たに河川管理者等による氾濫等の通報が規定されたことを踏まえ、河川

管理者等が把握、確認できない区域を中心に水防管理者等が通報できるようにするこ

とが効果的・効率的であるため、河川管理者等が行う氾濫等の通報の対象となる河川

等の区域及び通報の基準について水防協議会で協議する際に、併せて水防管理者等が

重点的に巡視等を行う箇所等を改めて議論することが望ましい。 

なお、水防管理者又は市町村長による緊急安全確保措置の指示があった場合は、水

防関係者の安全確保・水防活動維持の観点から、水防関係者は直ちに待避を行い、水

防法第 25条に基づく通報は、安全な場所で監視カメラ等により堤防、その他の施設の

決壊又は越水・溢水を確認できた場合のみ行う。 

 

５．氾濫等の通報の対象となる河川等の区域及び通報の基準等の見直し  

河川管理者等が行う氾濫等の通報の対象となる河川等の区域及び通報の基準、水

防管理者等が重点的に巡視等を行う箇所等については、今後の技術の進展や観測施設

の整備状況、氾濫特性・地域特性変化に応じて、都道府県の水防協議会で協議を行い必

要に応じて見直す。 

【解説】 

技術の進展や、水位計等の観測施設の新たな整備等、状況の変化が今後生じた場合は、

必要に応じて河川管理者等が行う氾濫等の通報の対象となる河川等の区域及び通報の基

準、水防管理者等が重点的に巡視等を行う箇所等の見直しを行う。また、築堤等の河川・海

岸整備の進捗などによる氾濫特性の変化、新たな地下街等の整備等、氾濫域の土地利用状

況の変化が今後生じた場合も必要に応じて見直しを行う。 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
資料 10－4 氾濫・決壊・漏水等の通報系統  

（例１）河川管理者（国）による氾濫等の通報の伝達経路 

 

 

 

（例２）河川管理者（国）による氾濫等の通報のうち、例外的な対応をする場

合の伝達経路 

 

資料 10－3 決壊・漏水等の通報系統 

（例）河川区間（国土交通省管理）における決壊・漏水等の通報系統 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○県水防本部 ○○建設事務所

○○県警察本部

国土交通省
○○川上流河川事務所

水防管理者（○○市）
水防団長
消防機関の長
水防協力団体の代表者

国土交通省
○○川下流河川事務所

住民（○○市）

住民（□□市）

住民（△△町）

△△町（水防）

△△町（避難）

水防管理者（□□市）

□□市（避難）

○○市（避難）

□□県水防本部 □□土木事務所

住民（××市）

水防管理者
（××水防事務組合）

××市（避難）

○○県○○警察署

□□県警察本部 □□県□□警察署

国土交通省
○○地方整備局

関係者（道路管理者等）

関係者（道路管理者等）
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
（例３）河川管理者・海岸管理者（都道府県）による氾濫等の通報の伝達経路 

 

   

（例４）海岸管理者（市町村）による氾濫等の通報の伝達経路 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
（例５）下水道管理者（市町村）による氾濫等の通報の伝達経路 

 

 

（例６）水防に際し確知した決壊の通報に係る伝達経路 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
資料 10－5 氾濫等の通報によるレベル５氾濫発生情報 

○洪水予報河川 発表形式（例） 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
○水位周知河川 発表形式（例） 
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
○その他河川 発表形式 

 

 

資料 10－6 内水の氾濫発生情報（都道府県又は市町村発表）の発表形式（例） 

○○市○○地区 内水氾濫発生情報 

○○年○○月○○日○○時○○分 

○○市発表 

【見出し】 

○○市○○地区では内水氾濫が発生 

【主文】 

  ○○地区の○○貯留施設では、○○日○○時○○分に内水氾濫発生水位

（×.××m）に達しました。 

  地下空間利用者は地下街管理者等からの避難情報に従い、直ちに緊急安全

確保等の適切な避難行動をとってください。 

   

（参考） 

  ○○貯留施設（○○市○○町○丁目○－○） 

  内水氾濫危険水位  △.△△m 

  内水氾濫発生水位  ×.××m 

   内水氾濫危険水位：水防法第１３条の２で規定される雨水出水特別警戒水位。地下空間の

利用者に対する避難開始を求める段階 

   内水氾濫発生水位：水防法第２４条の２に基づき、下水道管理者が氾濫発生の通報を行う

水位。地下空間の利用者に緊急安全確保を求める段階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主文）

【警戒レベル５相当情報［洪水］】○○水位観測所（●●市△△）
災害が発生しているおそれがあります。○○川では、氾濫が既に発生している可能性があり、●
●市、△△町では浸水しているおそれがあります。直ちに、市町村からの避難情報を確認すると
ともに、各自安全確保を図るなど、適切な避難行動をとってください。

問い合わせ先
国土交通省 ○○河川事務所 ○○課 電話：XXX-XXX-XXXX

正規

○○
○○○○

川
かわ

レベル５氾濫発生情報

（警戒レベル５相当情報）
令 和 ０ ０ 年 ０ 月 ０ 日 ０ ０ 時 ０ ０ 分

国 土 交 通 省 ○ ○ 河 川 事 務 所 発 表
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
   内水氾濫：一時的に対象の降雨が生じた場合において、下水道その他の排水施設に当該雨

水を排水できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共

の水域に当該雨水を排水できないことによる氾濫 

問い合わせ先 

○○市 下水道部 電話：000-000-0000 （内線）○○○ 

 

 

資料 10－7 海岸の氾濫発生情報の発表形式（例） 

X 海岸（○○県） レベル５高潮氾濫発生情報 

XX 年 XX 月 XX 日 hh 時 mm 分 

●●県発表 

（第○号） 

【見出し】 

X 海岸では、高潮氾濫発生が切迫／高潮氾濫発生。 

【主文】 

（確認情報：巡視又は海岸監視カメラにより氾濫発生を確認した場合） 

 X 海岸（○○県）の A 市★★町地先において、高潮による氾濫が発生しました。 

（計測情報：基準地点等の現地で計測している水位が堤防天端高に到達した場

合） 

X 海岸（○○県）の A 市★★町地先で計測している水位が、XX 月 XX 日 hh 時

mm 分に氾濫発生水位（A市★★町地先の堤防天端高：●.●●m）に達しました。 

（推定・予測情報：基準地点等の数値計算に水位が堤防天端高に到達した場合、

確認情報・計測情報がなく、予測モデルなどにより水位が堤防天端高に到達する

など氾濫の切迫・発生の蓋然性が高いと判断した場合） 

X 海岸（○○県）の A 市★★町地先の算定（推定）水位が、XX 月 XX 日 hh 時

mm 分に氾濫発生水位（A市★★町地先の堤防天端高：●.●●m）に達しました。 

 

いまだ危険な場所にいる場合は、直ちに高所への移動、近傍の堅固な建物への

退避等をしてください。 

氾濫による浸水が想定される地区※ 

●●県 A市 A 市の高潮浸水想定区域① 

●●県 B市 B 市の高潮浸水想定区域② 

●●県 C市 C 市の高潮浸水想定区域① 

※氾濫による浸水が想定される地区については、一定の条件下に基づく計算結果の推定です。気象条件

や堤防の決壊の状況によっては、この地区以外でも氾濫による浸水がおこる可能性があります。 

 

（参考 1） A 市、B 市、C 市には、●●地方気象台から XX 月 XX 日 hh 時 mm 分にレベル４高潮危
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R７改定案 現行（R6.12.04） 修正理由等 
険警報（予想最高潮位 A 市●．●m、B 市●．●m、C 市●．●m）が発表されています。  

 

問い合わせ先 

●●県土木部●●課 電話：000-000-0000 （内線）○○○ 

 

資料 14－1～資料 17－6 （略） 

 

 

 

 

 

資料 14－1～資料 17－6 （略） 
 


